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総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 

第 58回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 

 

日時 令和５年 12月 19日（火）15：00～17：31 

場所 オンライン会議 

 

１．開会 

 

○日暮新エネルギー課長 

 定刻になりましたので、ただいまより、総合資源エネルギー調査会再エネ大量導入・次世

代電力ネットワーク小委員会第 58回会合を開催いたします。 

 司会を務めます、事務局を務めます、新エネルギー課長の日暮でございます。能村前課長

に代わりまして、昨日 12月 18日付で着任をいたしました。どうぞ皆さん、よろしくお願い

をいたします。 

 本会合は、オンラインでの開催とさせていただいてございます。トラブル・ご不明な点が

ございましたら、事前に事務局よりご連絡させていただいた連絡先までお知らせください。 

 本日は、秋元委員、岩船委員、小野委員がご欠席、江崎委員、大橋委員、桑原委員、神山

委員が遅れてのご参加となります。 

 それでは、山内委員長に、以後の議事進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○山内委員長 

 山内でございます。よろしくお願いいたします。 

 議事に入りますが、その前に、本日の資料の確認を事務局でお願いをいたします。 

○日暮新エネルギー課長 

 配付資料一覧をご確認ください。議事次第、委員等名簿、それに加えまして資料１として、

再生可能エネルギーの長期安定的な大量導入と事業継続に向けて、資料２、インボイス制度

の導入に伴うＦＩＴ制度上の対応、資料３、再エネ予測誤差に対応するための調整力確保費

用、資料４、出力制御対策パッケージ、資料５、電力ネットワークの次世代化について。参

考１として、ＧＸ実行会議における分野投資戦略の策定をご用意してございます。ご確認い

ただけたらと思います。よろしくお願いします。 

 

２．議事 

（１）再生可能エネルギーの長期安定的な大量導入と事業継続に向けて 

（２）インボイス制度の導入に伴う FIT制度上の対応について 

（３）再エネ予測誤差に対応するための調整力確保費用 

（４）出力制御対策パッケージについて 
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（５）電力ネットワークの次世代化について 

 

○山内委員長 

 よろしいでしょうか。それでは、議事に入りますけれども、議事次第に五つほどポツがあ

りますけれども、今日の議論は３部構成で行きたいというふうに思っています。それで、第

１部は、資料１再生可能エネルギーの長期安定的な大量導入と事業継続、これであります。

参考資料の１、２、３というのがこれに関係していますので、これが第１部。 

 それから、第２部は資料２と３でありまして、資料２がインボイス関係で、資料３が調整

力確保費用ということであります、これが第２部。 

 第３部は、資料４と５、出力制御対策パッケージと、それから電力ネットワークの次世代

化でありまして、参考資料の４がこれに関係していますので、これが３番目の３部としての

議論で、事務局から説明いただいて、それぞれについて質疑応答、自由討議というふうにさ

せていただきます。 

 それでは、第１部の議論から始めます。第１部については資料１です、それから参考資料

について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○日暮新エネルギー課長 

 事務局でございます。 

 それでは、資料１に基づきまして、本日のテーマをご説明させていただきたいと思います。 

 ２ページ目をご覧ください。11 月７日において、議論をキックオフさせていただいてご

ざいます。私も議事録を確認させていただきました。 

 ２ページ目をお願いします。①～④、長期電源化に向けた事業環境整備、そして再エネ電

源が有する便益がきっちり評価される事業環境整備、そしてＦＩＰ制度活用、そして再エネ

電源の電力市場への統合、事業規律と、この４点について今日もご議論いただけたらという

ふうにございます。 

 前回の議論の振り返りということで、３ページ目、４ページ目をつけてございます。皆さ

んご議論をいただいているとおりでございますが、再エネ 2030 年 36～38％の実現を目指

し、地域との共生を前提に大量導入、そして事業継続、ＦＩＴ卒業後も事業継続させていく

という観点から、再エネ電源の長期電源化に向けた事業環境整備、ファイナンスの円滑化や

適切に事業集約が行われるための基盤整備、この点は本日も議論いただきますが、そして、

それを担うことができるプレーヤーと、住宅用太陽光の卒ＦＩＴ案件なんかを念頭に置き

ながらアグリゲートするプレーヤーと、こういった多種多様なプレーヤーの観点、そして地

熱発電や小水力発電など長期間の稼働が可能な再エネ電源について、その支援の在り方に

ついても議論を深めていくべきではないかという点をこれまでも議論させていただいてご

ざいます。 

 また、この再エネ電源の価値が適切に評価される事業環境整備として非化石市場、オフサ

イトＰＰＡや自家消費型の事業が促進される事業環境といったことを、論点として議論を
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してきてございます。次のページをお願いします。 

 ＦＩＴ制度の活用促進に向けた再エネ電源、電力市場への統合を図るべく、ＦＩＰに対し

てどういうふうに誘導していくのかという点が３点目。 

 ４点目が、導入状況の把握と、特にＦＩＴ・ＦＩＰ制度以外の電源についての電源の捕捉、

そして事業規律の評価、廃棄・リサイクルまで含めた事業規律の強化の在り方についてご議

論いただいてきたところでございます。 

 ５ページ目、６ページ目、これまで少し事務局において、皆さんのいただいた指摘事項を

整理・集約をしてございます。あまり繰り返しませんが、中長期的に中規模プレーヤーへの

集約の重要性、責任あるアグリゲーター等の集約をどう進めていくべきか、約 200万件とい

われる卒ＦＩＴを迎えていく中で、これらの電源をアグリゲートできるプレーヤーをどう

育成していくのか。 

 ６ページ目です、非化石価値・オフサイドＰＰＡ、これをどういうふうに活用促進をして

いくのか。特にバーチャルＰＰＡは、市場価値リスクの変動リスクを需要家側が引き受ける

という面で、需要家側の財務リスクが大きいという課題などもご指摘いただいてございま

す。こうした価値をシグナルとなって、合理的な再エネ導入が進むことが重要であり、それ

をどう進めていくべきかという点などがご指摘いただいてございます。 

 また、７ページ目、ＦＩＰ制度でありますけれども、再エネ発電設備に設置される蓄電池

に系統充電された場合の価格算定ルール、これ至急、制度を改正するようにすべきではない

かとご指摘いただいてございまして、今日この後、少しそれに対する考え方をご提示させて

いただきたいというふうに考えてございます。 

 次に、卒ＦＩＴ、非ＦＩＰ案件についての再エネ全体を射程と入れた事業規律の在り方に

ついても、これまでも議論を重ねていただいてるところでございます。 

 事務局において、少し関係する皆様方にヒアリングを実施してきてございます。この実施

状況を、９ページ目～11ページ目にまとめてございます。 

 ９ページ目です。電源を集約する事業と、二つ目のポツですけれども、短期的なリターン

は低いけれども、長期的にはビジネスになり得ると。適切にリパワリングをしていくことが

非常に重要ではないかという発電事業者の観点で。また、地域との理解という中で、コンプ

ライアンスの観点をしっかりやっていくべきではないかという声もいただいてございます。 

 また、10 ページ目をご覧ください。オンサイトＰＰＡ、これ発電事業者を実施する際に

は、需要家への周知拡大ということが非常に大事であり、いろんなタイミングを契機にアプ

ローチするということが非常に有効ではないかと。 

 また、三つ目のポツですけれども、需要家と締結する相対契約です、これが長期安定的で

あることが望ましく、ここに対して一定の価値があるのではないかという声もいただいて

ございます。 

 また、ＦＩＰ制度のさらなる活用ということで、この市場価格の連動型というリスクを低

減する中で、相対契約を締結するということで、一定程度リスクを抑えることができるので
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はないかというようなご指摘もいただいてございます。 

 10 ページ目、ご覧ください。ファイナンス側からでありますけれども、しっかりとした

事業計画・収支計画が策定されれば、ＦＩＴ・ＦＩＰにかかわらずファイナンスは可能だと

いうような指摘。そして長期間の売電契約が可能な需要家を見つけ出して相対契約をする

ことが、金融機関側から見てもリスク軽減に資するんではないかという声もいただいてご

ざいます。 

 12 ページ目、ご覧ください。参考資料ですけれども、ＦＩＴ・ＦＩＰを受けた認定の太

陽光発電事業の特徴いうことでございます。左下のグラフを虫眼鏡のように拡大したのが、

右のグラフでございます。ご覧いただきますと、一つのポツごとが、事業者ごとにドットを

打っております。 

 右下の領域というのは、非常に１件当たりのキロワット数が非常に大きくて、太陽光の設

備の件数が少ないというエリアでございます。右下のエリアがメガソーラーをやられてい

ることが中心のような事業者でありまして。これ注目すると、10kW～50kW のエリアという

ところについて、非常に持っている事業者数の件数が少なくて、より多くこのアグリゲート

をしながら事業を展開していくということの余地が大きいというようなことが、このグラ

フから表れてくるんじゃないかというふうに考えてございます。 

 13ページ目、まさに諸外国と比較をしましても、日本の状況は、50kW未満の太陽光の割

合が全体の３割を占めてございまして、諸外国と比べても大規模な事業用太陽光が少ない

という状況にございます。 

 こうした状況を踏まえて、大手事業者が再エネ事業者、14ページ目をご覧いただければ、

大手事業者が、欧州では、大手事業者が再エネルギーに投資をシフトしながら、この再エネ

発電事業者を担う主要なプレーヤーとなってきていると、こういう状況が見て取れまして。

我が国においても、アグリゲートをしながら、きっちりとした事業者が太陽光事業を行って

いくということを、より誘導していくことが必要ではないかというふうに考えてございま

す。 

 15 ページ目です。こうした中で太陽光パネルの更新・増設を行うことを促進していく観

点から、追加投資部分についても最新価格相当を適用するという、制度の改正・見直しを行

ってございます。 

 そして 16ページ目、17ページ目、これは大阪ガスさん、そしてヒラソル・エナジーさん、

百年ソーラー山梨という事例を載せてございますけれども。事業集約をしながら、既存の太

陽光事業をより効率化をしながら、より効率的な事業モデルを継続していくというような

事例も出てきてございまして、これをまさに横展開していくということが一つのアプロー

チでではないかということで、ここに掲載させてございます。 

 18 ページ目以降は、少し具体的な議論をさせていただけたらとございます。ご案内のと

おり、もう 19ページ目、20ページ目という、ＦＩＰ制度の概要をつけさせていただいてい

ますが、これは割愛させていただきまして。 
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 21ページ目、ＦＩＰ制度の活用状況ということでございます。2023年 10月時点で、ＦＩ

Ｐ導入量は、全電源の合計の 275件、986ＭＷということで、ＦＩＴから移行している件数

も、現時点では 162件にとどまっているという状況でございます。電源をより電力市場に統

合していく観点から、このＦＩＴ電源をよりＦＩＰに移行させていくということが非常に

重要な課題であるという中で、これ以降、具体的なことを議論させていただけたらというふ

うに考えてございます。 

 23 ページ目、この活用イメージでございます。いろんなＦＩＰを活用した後に、いろん

な活用イメージがございますが、今後の認定案件については、蓄電池なんかを活用しながら

卸電力市場で収益を上げるというモデル、当然、市場売電モデルというのも当然ありますが、

特定の小売電気事業者、需要家と相対契約を締結しながら、長期安定的に再エネ電源を供給

する相対契約モデル、これはリスクを低減するという事業モデルになりますけれども、こう

いうことを促進していくことが重要ではないかということの問題意識を 23ページ目に書か

せていただいてございます。 

 24 ページ目以降は、ＦＩＴ制度のバランシングコストについて、提起をさせていただい

てございます。先生方ご案内のことかと思いますけれども、ＦＩＴからＦＩＰ制度の下では、

再エネ発電事業者は、通常の発電事業者と同様に、計画値の同時同量ということが求められ

ておりまして、計画と実績値の差分が発生した場合には、その差分に係る費用、インバラン

ス負担をするということになってございます。 

 ただし、一定の金額、バンシングコストをプレミアムで追加的に手当てするということで、

事業者にとって計画値同時同量を工夫して、そのコストを抑えるということを促す仕組み

というふうにさせていただいてございます。 

 そのバランシングコストについては、現在の制度では、2022 年度にバランシングコスト

１円を交付し、そして３年目から 0.05円ずつ、そして４年目からは 0.1円ずつ低減させる

という線を引いて、早い段階でＦＩＴからＦＩＰに移行するということを促すことを狙い

ながら、こういう線を引いたというところが現行制度でございます。 

 26 ページ目をご覧いただきますと、このＦＩＰ制度のバランシングコストについて、ア

ンケートを取ってございます。四つ目のポツでありますけれども、このＦＩＰ認定事業者に

対して調査を実施したところ、発電量予測と予測誤差への対応に関する費用が、交付されて

いるバランシングコスト１円に比べて、実際の費用が高いという回答をした事業者が 7 件

という状況にございます、割合で言うと 40％。同程度と回答した人が 28％ということで、

ＦＩＴ制度に移行した当初は、特に費用が高くなるというような声も個別にはございまし

た。国民コストを抑制するという観点からは、事業者がインバランスを抑制させながら、こ

のインバランシングコストを低減させるインセンティブを働かせていくということが重要

で、特に中長期的に見てみると、この交付されるバランシングコストというものは着実に低

減をさせていく必要があるということでございます。 

 27 ページ目をご覧ください。まだ十分な議論が引き続き必要かというふうには考えてご
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ざいますが、事業者がバランシングコストを低減するというインセンティブを持たせなが

らも、ＦＩＰ制度のさらなる活用を促進していくという観点から、ＦＩＰ制度として運転を

開始した当初は、発電計画の作成等に関しての一定のコストを要するという中で、バランシ

ングコスト、必要なコストを交付して、ＦＩＰ制度の活用を促進することが必要ではないか

ということを問題提起させていただいてございます。 

 したがって、具体的なイメージ図としては 28ページ目になりますけれども。28ページ目

をお願いします。運転開始初年度、これは例えば 24 年度に始めても、25 年度に始めても、

運転開始初年度を１円ｋＷｈとした上で、２年目、３年目と段階的に低減させて、４年目に

なって現行制度、先ほど 25ページで引いた、既に定められた額というところまで段階的に

低減をしていくというような線にしてはどうかと。 

 すなわち、24年度、25年度、26年度、27年度、この４年間においては、ＦＩＰ制度に移

行した方々については、当初はバランシングコストを１円を交付してはどうかという案で

ございます。 

 あわせて、最後のポツでありますけれども、このＦＩＰ制度を活用する再エネ事業者の皆

さんが、金融機関、研究機関、様々な方と連携して、このバランシングコストを低減させて

いくという具体的な検討も、併せて進めていってはどうかということを提案させていただ

いてございます。 

 続いて、③でございます。29ページ目、③をお願いします。次の話題は、相対取引のＦＩ

Ｐ制度ということです。ＦＩＰ制度は、一定のプレミアムを交付することにより市場価格に

連動することで、その市場のリスクを発電事業者が負うということでございますが、このモ

デルとして相対取引を活用することによって、契約としてそのリスクを低減することがで

きるというようなことが可能になるということでございます。 

 31ページ目、世の中いろいろな事例がございますが、ＲＥ100とかＳＤＧｓの大きなトレ

ンドの中で、製造業などを中心に、追加性のある再エネ電源調達が求められるという状況に

ございます。すなわち、この再エネを必要とする需要家のコミットメント、これの主導の下

で、需要家、発電事業者、小売事業者が一体となった再エネ導入を進めていくというモデル

が拡大がしてきてございます。 

 エネ庁としても、予算の面でこうしたモデルをきっちりと応援するべく、政策的に進めて

いっているという状況でございます。 

 続きまして、④のところ、34 ページをご覧ください。これはかねてから様々な部分で、

場所でご指摘をいただいておりまして。検討が少し遅れておりましたが、ようやく整理が整

いました。太陽光を設置した場所に蓄電池を併設した場合において、このＦＩＰプレミアム

の交付対象外ということとなってございましたが、蓄電池から放電された電気を充電され

た電気量で按分することで、ＦＩＰのプレミアム交付対象とするという形とさせていただ

きたいとございます。 

 35 ページ目の下の図で、①蓄電池からの放電量のうち、認定設備に由来する電気量を、
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分母を②足す③とし、分子を③とするという、完全な正確性ということではないんですが、

こういう按分をすることによって、蓄電池を併設した場合におけるＦＩＰの交付対象とい

うことを整理させていただきたいというふうに考えてございます。具体的な計算方法、詳細

については、36 ページ目に幾つかのケースをもって記載をさせていただいてございます。

ご確認いただければというふうに考えてございます。 

 続きまして、参考資料１について、これ先日、12月 15日、ＧＸ実行会議における分野別

投資戦略の策定という形で、ＧＸ実行会議にお示しをしたものでございます。前回もこの資

料をかけさせていただいて、コメントをいただいてございますので、変更点だけご説明させ

ていただきたいと思います。 

 ５ページ目をご覧ください。このＧＸを推進するに当たり、ＧＸ経済移行債を発行して、

その裏づけを基に官民全体 120兆円の投資をしていくということで、各分野別において、こ

の投資の目安を金額入りでお示しをしてございます。再エネ関係では、エネルギーの次世代

再エネということで、120 兆のうちの官民投資額 31 兆というふうにございますが、ペロブ

スカイト太陽電池、浮体式洋上風力、水電解装置のサプライチェーン構築など、26 年度以

降の支援見込額として、５年間で 4,200億円という金額をお示しをして、官民の投資を促進

していきたいというふうに考えてございます。 

 また、10 年間で１兆円規模という目安もつくってございまして、別途、グリーンイノベ

ーション基金でのペロブスカイトへのＲ＆Ｄ支援なども措置をして、投資を加速させてい

きたいというふうに考えてございます。 

 また、前回ご指摘いただいた、事業環境の変化を見据えて、計画をよく見直していくよう

にというコメントをいただいてございます。この点、９ページ目をご覧いただけたらと思い

ますが、三つ目のポツの中に 20兆円の投資の使途を現時点で決め切ることはせず、事業の

進歩や事業環境の変化を見据えた見直しを行うという、再エネだけではなくて、ＧＸ全体に

係る部分として、きっちり状況を見据えて見直しをしていく旨を記載させていただいてご

ざいます。 

 また、需要サイドとよく連携をしたプロジェクトを考えていくようにというご指摘をい

ただきました。10 ページ目をご覧いただけたらと思いますが、左下、ＧＸ先行投資と記載

させていただいた部分の②ですけれども、様々な分野、導入における需要家サイドと連携し

た大規模実証を進めていくんだと。これペロブスカイトもそうですけれども、きっちり需要

家サイドを巻き込んだ形で、支援を通じて全体のＧＸを進めていきたいということを明確

に文書の中にも盛り込んだところでございます。 

 この後、今、皆様からご議論をいただきますが、ご欠席の岩船委員、小野委員から書面で

ご意見を賜ってございますので、簡単にご紹介だけさせていただきたいと思います。参考資

料の２が岩船委員からでございます。 

 岩船委員からは、ＦＩＰ制度におけるバランシングコストの変更についてのコメントを

いただいてございます。事務局でお示しした 27ページの変更案が、現状のものとあまり差
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異がないのではないかと。きっちりこれでＦＩＰへのインセンティブ向上に寄与できるの

かどうか、きっちり事業者にヒアリングをすべきではないかといったご指摘を上段でいた

だいていまして。下段では、インバランスを、インバランス制度全体、ＦＩＴ制度にかかわ

らず、インバランス全体についてのペナルティー制度、ペナルティーの評価なんかも併せて

考えたらいいんじゃないかというご指摘もいただいてございます。 

 また、２ページ目、資料１、事務局における関係プレーヤーへのヒアリング、１ページ目

です、これを周知・広報とセットできっちりやるべきではないかと。金融機関がよく分から

ないという声があるけど、実際にどういうものが足りないのかということを精査すべきで

はないかということでございます。 

 再エネ予測の誤差については、これは後段の議題に関わりますので、ちょっとここでは割

愛させていただきたいと思います。 

 また、小野委員です、参考資料３になりますけれども。同じく小野委員からも、このバラ

ンシングコストについてのコメントをいただいてございます。ゼロプレミアム水準と風力

について３円／ｋＷ、国民負担が生じさせない形で風力が進んでいくことについての評価

についてコメントをいただきながら、今回、事務局が提起したバランシングコストについて、

見直しの根拠として、事業者のアンケート 18件のうち７件しか、実際もっとかかったと言

う人がいないというのは、ちょっと根拠としてまだ十分ではないのではないかと、見直しが

拙速なのではないかということ。 

 そして、需要家主導型の再エネ導入モデルについても、追加性のない単なる賦課金逃れを

したような、そういうモデルも最近見れるので、よく注意を払う必要があるのではないかと

いったコメントをいただいてございます。 

 すみません、駆け足になりましたが、事務局の資料説明とご欠席のお委員の皆さんからの

ご意見を紹介させていただきました。 

 以上です。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、ご説明いただいた内容について、質疑応答、自由討議とさせていただきます。 

 ご発言ご希望の方は、Ｔｅａｍｓのチャットボックス、これでお知らせいただければとい

うふうに思います。どなたかいらっしゃいますか。 

 資料の１というのは、再エネ大量導入ということと長期的な安定ということですけれど

も。特にあれですか、後半でインバランスコストをいかに下げていくかと、このような議論

ですね。 

 五十嵐委員どうぞ、ご発言ください。 

○五十嵐委員 

 ありがとうございます。音声、届いておりますでしょうか。 

○山内委員長 
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 五十嵐委員、どうぞご発言ください。ミュートになっているかもしれません。 

○五十嵐委員 

 聞こえませんでしょうか。 

○山内委員長 

 聞こえました。 

○五十嵐委員 

 恐れ入ります、ミュートは外れておりましたが、失礼いたしました。 

 まず、この資料の１につきまして、前々回、11 月の委員会の結果を受けて、早速ヒアリ

ングを実施していただき、今後、他の審議会と連携した議論が、特にＦＩＰ制度のさらなる

活用について様々な資料を取りまとめいただきまして、誠にありがとうございます。 

 私のほうからは、こちらの資料の 18ページ目、政策対応の観点から①～④ということで

４点挙げていただいておりますが。この 18ページの２の①～④のところにつきまして、そ

れぞれコメントさせていただきたいと思っています。 

 まず、１点目でございますが、資料１の 23ページでございます。ＦＩＰ制度の活用イメ

ージということで、冒頭に箇条書で２点挙げておられますが。１点目、既にＦＩＴ認定を受

けている事業については、移行を促進していくと、これは全く異存ございません。 

 ただ、２点目でございますが、今後の新規認定につきまして、蓄電池等を活用しながら卸

電力市場で収益を上げるモデル、市場売電型モデルと、それから特定の小売電気事業者と相

対契約と締結して、長期安定的に再エネ電源を供給していくモデル、相対契約型モデルを促

進していくと。ここについてなのですが、下の図も含めましてですが、電気そのものの取引

の話と再エネとしての非化石活用を含む取引の話が若干混在しているのではないかという

印象を受けております。 

 電事業一般の発想としましては、以前の統括原価方式の時代であれば、卸電力の受託コス

トを小売価格に転嫁することができたわけですけれども、現在そのような状況ではござい

ませんので、電事業全体の流れとしては、どちらかというと長期固定価格でのＰＰＡである

相対取引型から、むしろ市場取引型へ移行する、そういったチャレンジングな市場売電型に

向かっていくというのが大きな流れということで理解しておりました。 

 その意味で、この図のところです、縦軸が恐らく時間軸というご想定かと思うんですが、

最終的に相対契約型モデルを促進していくと、冒頭の二点目にございまして、若干違和感を

感じております。 

 この点につきましては、恐らく、事業者各社様が相対契約を選択する中で、ボトルネック

があるのであれば、制度的にボトルネックを解消する方向で解決していくということはあ

ろうかとは思うんですが、その相対契約型モデルの促進というか、誘導していくというのは、

若干違うのかなという印象を受けておりまして、ほかの委員の先生方、オブザーバーの方々

のご意見も聞きたいというふうに思っております。 

 ２点目、②として、18 ページの資料で挙げておられます、バランシングコストについて
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コメントさせていただきます。バランシングコスト、ＦＩＰ制度、既に複雑だというような

お話がある中で、どこの辺りでバランスを取っていくのかというところが悩ましいのです

けれども、バランシングコストにつきましては、太陽光か風力か、あるいはプロジェクトの

規模によっても大きく事情が異なるという理解でございます。 

 25ページから 27ページのところでおまとめいただいている提案、電源の種別や規模を考

慮せずに一律の扱いとすることでよいのかどうかという点が気になっております。例えば、

小規模な太陽光にとっては非常に大きな優遇となる一方で、大規模な風力、国策として力を

入れていくべき風力のところで、対応として不十分なのではないかという辺りが気になっ

ております。 

 この点につきまして、先ほど参考資料の３ということで、本日ご欠席の小野様のご意見と

いうところでご説明ございましたが、参考資料の 27ページ、右下に丸い円グラフがあるか

と思います。この円グラフのところです、高いと。要はバランシングコストで予測誤差対応

にかかったコストが高かったというグラフがあるんですけども、26ページですかね。 

 こちらにつきましても、電源によってどうなのかという辺り、やはりより精査というか、

具体的にどうなのか。もし今、事務局のお手元に何か情報があれば、ご説明いただければ幸

いですし、やはり現状をきちんと分析した上で、拙速な対応にならないよう、拙速な改正、

改悪とならないよう、十分注意していく必要があるように思いました。 

 ３点目でございますが、相対取引の関連ですが、これは一点のみのでございます。相対取

引、30 ページの資料にもございますけれども、こちらにつきましては非化石価値、再エネ

価値も合わせて取引されているのが実情あるというところです、改めて分析しつつ、検討を

重ねていく必要があろうかというふうに感じております。 

 最後に、４点目、蓄電池の関連でございます。蓄電池の関連につきましては、冒頭で、資

料７ページでございますか、以前、私のほうからも委員会で発言させていただきましたとお

り、やはり必要な省令等の改正が遅れているというところが非常に懸念されておりまして。

そうした中で、本日、資料で 26ページ以下でご説明をいただいて、議論をされると、関連

する委員会でも今後議論していくという流れになりましたこと、大変ありがたく思います。 

 この 36ページのところ、こちらの最初の 30分間といいますか、ＦＩＰの場合には、交付

対象となる電力を 30分単位で区切ることが不可欠という理解でございまして、当初の按分

の仕方としましては、35ページ、こちらの発想ということで、違和感は全くございません。 

 他方で、36ページ、資料の最終ページでございますが、１時から１時 30分までの図が書

かれている、その後の点でございます。蓄電池の中には、この１時 30 分の時点での変化、

たまっているというか、残っている状況になろうかと思うんですけども、この後の例えば１

時 30分から午後２時の間に放電した場合の取扱いがどうなるのかなというところ、この辺

については、整理する必要があろうかと思います。 

 私からは以上です。 

○山内委員長 
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 ありがとうございます。事務局からのコメントについては、まとめて最後にお願いしたい

と思います。 

 次は、長山委員、どうぞご発言ください。 

○長山委員 

 ３点、コメントのような質問がありまして。28 ページなんですけれども、この事務局案

に私は賛成で、１円では足りないという事業者も多分いろいろあると思いますけど、賛成で

す。他方、こういう方法じゃなくて、資料３であるような、一送さんがかなり調整力の必要

量を削減できていて、その知見というんですか、ＮＥＤＯさん、気象庁さんを含めて、太陽

光発電における出力予測精度の向上に向けた勉強会の知見というようなものを、民間に展

開できないのかなと思いました。もちろん、これは事業者のノウハウによると思うんですが、

その辺の知見を広く展開したらいいと思います。 

 次に、30 ページなんですけれども、これはオランダというのが、ここの一番右の参照価

格にＰＰＡが連動するケースが多いらしいんです。真ん中は、多分日本が多いらしいんです

けれども。質問は、エネ庁さんは、このそれぞれの取引の方法を、それぞれ支援していくと

いう意図があるのが、このスライドなんでしょうかというちょっと質問です。 

 ３点目は、35 ページです、これは来年４月に施行予定ということで、大変大きな進展を

見たと思うんですけども。これは質問なんですけど、非化石価値、非化石証書についても、

このＦＩＴプレミアムのｋＷｈと連動するのかというところを教えていただけたらと思い

ます。 

 以上です。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、次は、松村委員、どうぞご発言ください。 

○松村委員 

 松村です。聞こえますか。 

○山内委員長 

 はい、聞こえております。 

○松村委員 

 発言します。事務局の今回の提案は、今問題になっているところも含めて、全て合理的だ

と思いますので、支持します。このように進めていただければと思います。 

 その上で、今日の課題ではないのにもかかわらず、発言をするのはちゅうちょをするのと、

一応提案はしますが、絶対に却下されると思うので、言うだけ無駄だとは思いますが、それ

でも言わせてください。 

 ＦＩＴからＦＩＰへの移行を促すことを考えるときに、ＦＩＰに移行すると著しく不利

になることは避けなければいけないという今回の事務局の提案、不利になることがあると

すれば、その程度を軽減したいという事務局の提案は、全くもっともだと思います。 
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 既設についてもＦＩＴからＦＩＰへの移行を促したいということであれば、やり方とし

てはかなり強力なものは、その出力抑制をするときに、ＦＩＴ事業者とＦＩＰ事業者って同

じ日数にしなきゃいけないのかということは、考える余地があると思います。より効率的な

制度への移行に協力している事業者と、そうでない事業者で、同じ日数というのに固執しな

ければいけないのかということは、考える余地があると思います。もちろん 30日ルール適

用の事業者に関しては、30 日を超える抑制は許されないと思いますので、そこの範囲内で

はあるのですが、まだ出力抑制がその日数に余裕のある地域もあると思います。 

 そのようなところに対して、早くＦＩＰに移ってくれたところは、仮に出力抑制が相対的

に少なく、そうでないところが 30日の範囲内で相対的に多くなることが仮にあったとして

も、それは不公正ではないと思います。既に何度も何度も確認されているとおり、同じカテ

ゴリーのもので出力抑制に大きな偏りがあるのは不公正だということは既に整理されてい

ますが、違うカテゴリー間において、そろえなければいけないということはないことは、い

ろんな文脈で繰り返し繰り返し確認されてきていると思います。 

 そのような手段も、考える余地はあると思います。別の委員会の管轄だと思いますが、も

し本当に強力に移行させたいということであれば、検討する価値があると思いました。 

 以上です。 

 以上です。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 次は、松本委員ですね、どうぞご発言ください。 

○松本委員 

 山内座長、ありがとうございます。事務局におかれましては、再生可能エネルギー長期安

定的な大量導入と事業継続に向けて丁寧なご説明、また方向性をお示しいただきまして、大

変ありがとうございます。その上で、私から３点申し上げたいと思います。 

 ＦＩＰ制度についてです。ＦＩＰ制度の活用推進によって市場統合を目指すことが重要

ですけれども、21 ページのＦＩＰ制度の活用状況の実績を見ますと、ＦＩＰの新規及び移

行とも、制度開始から２年近くがたつことを踏まえますと、大変数が少ないようにも思われ

ます。制度導入の趣旨を踏まえて、この実績の数値をどう評価すべきなのか、その上で制度

の点検や見直しも必要ではないかと思っております。 

 続きまして、７ページにありましたけれども、ＦＩＰの活用や移行に係るハードルは、具

体的に何なのでしょうか。７ページに、事業者からは参照価格算定の複雑性、そして金融機

関からは事業リスクが分かりづらいといった声が出されておりますけれども、実運用を踏

まえて、制度設計をよりシンプルにする視点が重要ではないかと思っております。現在のＦ

ＩＰの利用状況を見ますと、できるだけ時間をかけずに対応していく必要があるのではな

いでしょうか。 

 ３点目ですけれども、ＦＩＰの活用には、アグリゲーターの育成が鍵になると思っており
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ます。アグリゲーターの事業の原資は、主にバランシング手数料かと思います。27 ページ

のバランシングコスト低減、後ろ倒しの案は、現状の参入状況を見ると、妥当だと思います。 

 ただ、最終的に 28ページにあるように、バランシングコスト（案）で、バランシングコ

スト水準まで低減するとありますけれども、この水準の見通しも必要ではないかと思いま

す。現状、その見通しについては詳しく示されていないように思っております。 

 以上です。ありがとうございました。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 次は神山委員ですね、どうぞご発言をください。 

○神山委員 

 神山でございます。遅くからの参加になり、申し訳ありません。発言させていただきます。 

 まず、９ページ～11 ページまでのヒアリング結果を踏まえてというところでございます

が、ＦＩＰ制度のさらなる活用についてというところで、ＥＳＧ投資を推進する投資家のデ

ューデリジェンスというものに資する諸制度の構築と推進が必要であると考えております。

供給側である発電事業者のビジネス形態も多様化しておりますし、一方、非化石価値という

ものがかなり周知されてきて、それを求める需要家側の事業体というのも増えてきており

ます。それを証明書である非化石証書や、ＲＥ100 ですとか、ＳＢＴ（Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｂ

ａｓｅｄ Ｔａｒｇｅｔｓ）ですとか、ＴＣＦＤなどの必要な情報開示をより積極的に進め

ることで、市場への投資というのを後押しすることが大切であろうと考えております。 

 ２点目でございまして、27 ページのＦＩＰ制度のバランシングコスト（案）をご提示い

ただいて、どうもありがとうございました。私といたしましては、こちらに賛同させていた

だきます。 

 25 ページで示されている現行制度では、途中からの参入にはやはり厳しいのではないか

というふうに考えています。もちろん事業者さんには、それなりの採算見積りがあって参入

されるということになると思うんですが、早期に参入したほうがより効率的でお得になる

というような仕組みがあれば、早めるという判断にも傾きやすいと存じますので、ぜひご検

討をいただきたいと存じます。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○山内委員長 

 ありがとうございます。 

 次は、村上委員、どうぞ。 

○村上委員 

 どうもありがとうございます。聞こえておりますでしょうか。 

○山内委員長 

 聞こえております。 

○村上委員 
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 ご説明ありがとうございます。本日の議題のＦＩＰ制度に関しては、私はまだちょっと勉

強中で、ほかの先生方のご意見を伺いながらという状況ですので、特に申し上げることはな

いんですけれども。この大きな再生可能エネルギーの長期安定的な大量導入と事業継続に

向けてというテーマの中に、コンテンツとしてこれは入らないのかということがあり、お伺

いしたいと思います。 

 ２ページでは、①～④がそのコンテンツにあるとされているんですけれども。前回、次世

代技術の文脈で、長山委員が発言されていたんですが、新築物件における太陽光発電の設置

の推進という項目は、この大きなテーマの中に入らないのか。もしくは、今後このテーマで

はないけれども、ほかに議論をする場があるのかというのをお教えいただければと思いま

す。 

 と申しますのも、住宅の屋根を重要な設置場所としている日本においては、これを推進す

る施策が不可欠だと思っておりまして。毎年、新築される物件のかなりの割合に太陽光が設

置されていく必要があるのではというふうに思っております。各種補助金が設けられてい

るのは認識しているんですけれども、東京都や川崎市のような設置義務化がもっと広がっ

ていく必要があるのではないかとか、少なくとも国レベルで全ての事業者に説明の義務化

を推進してはどうかというようなことを議論できればよいなというふうに考えた次第です。 

 今日の文脈ではなければ申し訳ないんですけれども、ご検討をいただければありがたい

です。よろしくお願いいたします。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 次は、高村委員です、どうぞご発言をください。 

○高村委員 

 山内先生、ありがとうございます。今回の資料の１でＦＩＰ制度、足元のやはりＦＩＰの

下での新規認定分を増やしていくということ、あるいはＦＩＴの既認定案件のＦＩＰへの

移行を促すという点でも重要な論点だというふうに思っております。これは当然、事務局か

らもご説明があったように、市場等を促す、これは資料３の調整力確保費用の低減につなが

る可能性というのもあると思いますし、当然、再生可能エネルギーの卒ＦＩＴ後の長期電源

化にも資するということだと思います。 

 具体的なご提案として、スライドの 26以下のところでお示しいただいているバランシン

グコストのご提案ですけれども、自然に変動する太陽光・風力に限って、バランシングの困

難さについて、一定の、もちろん賦課金からの負担はありますけれども、一時的に、できる

だけ総体的に負担を抑えながらＦＩｔへの移行、あるいはＦＩＴからＦＩＰへの移行、ある

いはＦＩＰの認定を増やしていくというご提案だというふうに理解をしました。 

 その意味で、幾つかの委員からご指摘がある点を踏まえて、さらに検討をしていただくと

しても、この案について、さらにやはり検討をして、検討を続けていただきたいというふう

に思っております。 
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 １点、やはり気にしておりますのは、むしろ賦課金の負担を一時的なものに、総体的に抑

えながらの提案というふうに思うわけですが。岩船委員からご指摘があった、むしろこれで、

この水準で目的としている、例えばＦＩＴ既認定案件のＦＩＰへの移行というのにどれだ

け効果があるのかといった点については、むしろ効果があるのかという点について心配を

するところでもあります。そういう意味では、その水準の問題も含めて、先ほど言いました

検討をさらに継続していただきたいというふうに思っております。 

 加えて、本日ご提案いただいたところで、スライドの 27にありますけれども、これは長

山委員からも同趣旨のご指摘だったと思いますが、やはり発電量予測の精度向上、コスト低

減を図るための支援といった対応が必要だというふうに思います。長山委員は、勉強会の内

容の共有ということを特にご指摘をされたと思いますけれども、それについても検討して

いただきたいと思います。 

 あと、今日、大きなご提案という、関連して具体的なご提案ではなかったとは思いますけ

れども、前々回のやはりご指摘も踏まえて、一つはやはり相対取引のところで、オフテイカ

ーを見つける発電事業者とのマッチングについて、一つは何かいい方法がないかというの

は検討をいただくといいのではないか。 

 もう一つは、環境価値、非化石証書が、特にＦＩＰの元で事業者がその収益を確保してい

く上で、非常に重要な役割を果たしていくというご指摘があったかと思います。これは前々

回の議論でも、非化石証書についての検討事項についてご指摘もあったと思っていまして、

この先ほどのオフテイカーを見つける相対取引でのマッチング、それから環境価値、非化石

証書の活用といいましょうか、よりよい活用ということも、また検討をお願いできればとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、次は、桑原委員、どうぞご発言ください。 

○桑原委員 

 ありがとうございます。事務局の取りまとめをありがとうございます。私も基本的に事務

局案に賛同いたします。その上で、２点ほどコメントをさせていただければと思います。 

 一つは、バランシングコストの件でございますが、既にほかの委員の方もおっしゃってお

られましたように、事務局案には一定の合理性があると思いますし、実際にバランシングコ

ストがかかっているという状況下では、ご提案のあったような制度に変更するということ

は、合理的ではないかと思います。 

 一方で、これは 2024 年から 26 年、27 年までの運転開始の事業が対象ということで、一

定の時限性のある制度になっていると思いますが、今後バランシングコストが低減できる

ようなノウハウが民間に浸透していくかどうか、浸透していってほしいと思いますが、その

状況、あるいはＦＩＴからの移管の状況などを見て、必要があれば再度の見直しの必要性を
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含めて検討することも考えられるのではないかと思いますので、事務局におかれましては、

引き続き、状況をしっかり見ておいていただければと思います。 

 それから、２点目、32 ページの需要家主導補助金のところでございます。これはそもそ

も的を得たことを申し上げるか自信がないまま、お話をしておりますが、今般、洋上風力第

２ラウンドの入札の結果を見て、ＦＩＰ制度の下でコーポレートＰＰＡの利用等も背景に、

ゼロプレミアム水準というもので入札が行われてきているというのを目の当たりにしたわ

けですが、これは、事業者側も相当の努力をしていただいたものであり、また、これ自体、

国民負担の観点から望ましい結果だったと思うものの、こういう洋上風力のようなところ

で補助金なし、ほぼ補助金なしの事業が行われている一方で、需要家主導補助金事業みたい

なものが出てくると、そうした需要家のニーズが分かれてくるのではないか、まだまだ規模

が大きくないのかもしれませんが、国の補助の在り方が、どのように行われるのが本当にい

いのかというところは、全体感を持って考えていく必要があるのではないかと思いました。

これは洋上風力の結果を見て、そういう思いを強くしておりますので、そうした全体感も含

めて議論ができるとよいのではないかと思っております。 

 以上です。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございます。委員の方のご発言、ご希望は、ほかよろしいですか。 

 では、取りあえず、太陽光発電協会の増川オブザーバーからご発言願いたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○増川オブザーバー 

 太陽光発電協会の増川でございます。本日はご丁寧にご説明いただき、ありがとうござい

ました。 

 私からは、何点かコメントございます。まず、ＦＩＰへの移行につきましては、それから

新規のＦＩＰにつきましても、太陽光が電力市場に統合し、自立化に向かうに当たっては、

必須のことだと思っておりますので、これはぜひどんどん増やしていくことが大事だと思

っております。 

 そういう中で、事務局の資料では 21ページに実績、新規認定、それから移行認定の実績

をお示しいただきましたけども。特に移行認定に関しましては、出力 55ＭＷ程度です、こ

れは今年３月末の導入量に比較しますと、たったの 0.1％にすぎません。 

 それから、件数に至っては 125件ということですけれども、0.02%しか移行されてないと

いうことは、ほとんどされてないというのが実態だと思います。ですので、移行を進めるた

めにも、何らかの抜本的な解決というか、解決策というかが必要だと思っております。 

 それにつきましては、資料の 27ページです、インバランス負担につきまして、解決策の

一つをご提示いただきまして、大変感謝申し上げます。 

 バランシングコストを付与しますと、国民負担という話もありますけれども、これは一例

ではありますけども、2022 年度の太陽光発電の買取り量が公開されておりますが、これは
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829億ｋＷｈでございます。一方、ＦＩＴの③、①等によってかかっております調整力の需

給調整市場の三次調整力の②の費用が、2022年度が 1,202億円かかっております。 

 すなわち、このためにＦＩＴがあるがゆえに、わざわざかかっている、国民負担がｋＷｈ

で 1.45円を超えていると。これは毎年同じなわけで、非常にちょっと衝撃的な数字になっ

ているわけですけども、仮に全ての既認定がＦＩＰに移行してだと仮定すれば、これ 1,202

億円はかかってなかったわけでして、このバランシングコストを付与してＦＩＴに移行さ

せることは、必ずしも国民負担が増えることにはならない、場合によっては減らすことにな

ると私は思っております。 

 ですので、これにつきましては、もう少し思い切ったインセンティブを与えてもいいので

はないかと。その状況を見極める必要はありますけども、その必要があると思っております。 

 それから、ＦＩＰへの移行を促すためには、もう一つやはり重要なのが、先ほど何名かの

委員の先生からもありましたけども、日本のＦＩＰ制度は非常に分かりにくい、それから金

融機関から見ると、収入が非常に大きく振れるので、安定的な返済計画が立てづらいとか、

いろいろ課題がございます。ですので、ＦＩＰへの移行することのメリットを鑑みて、その

参照価格、現状では前年度の年間平均というのをベースに計算されておりますけど、それも

欧州で取り入れられておりますように、例えば当該月の結果平均等に変更するとかも非常

に効果的なＦＩＰの制度変更も非常に効果的なツールになり得ますので、それについても

ぜひご検討をいただければと思います。 

 それから、同じように、蓄電池の活用につきましても、具体的な方法につきましてご提示

いただきまして、ありがとうございます。このように系統用蓄電池のように、使い方につき

まして明確にしていただければ、これをベースに事業者もいろいろ設置の方向に進むと思

います。 

 一方で、既設のＦＩＴからＦＩＰに移行して、蓄電池を事後的に設置した場合の計算方法

につきましては、実際にピークカットされたｋＷｈのみが、その直近の買取り価格にすべき

というふうに思っておりますけども、実は残念ながら、そうはなっていないのが、事業者に

とっては非常にＦＩＴからＦＩＰに移行して、蓄電池を入れるということの、このインセン

ティブを相当阻害していると思いますので、それにつきましては、実際にどれぐらいの国民

負担が増えるのか、そのことによってどれだけメリットが、ＦＩＰに移行することにどれだ

け全体最適の観点でメリットがあるのかというのを、定量的にできるだけ見極めて、もう一

度見直しいただければありがたいと思います。 

 私からは以上です。ありがとうございます。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございました。ほか、よろしいでしょうか。ちょっと時間の関係もあり

ますので、ご発言いただいた内容については、事務局からご回答をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○日暮新エネルギー課長 
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 事務局、新エネ課長、日暮です。不足があれば、ちょっと補足をいただきたいんですが。

様々ご指摘いただきまして、ありがとうございます。五十嵐委員を初め、相対契約型モデル

と市場契約型モデル、それぞれコメントをいただきましたが、いずれもどちらかということ

ではなくて、いずれについても事業環境整備をきっちりと進めていくべきだという考え方

に立ってございます。 

 特に相対契約型モデルであれば、再エネ価値が適切に評価されるということにおいて、こ

の市場変動リスクを、相対契約によって有利な条件で相対で事業性のある形で再エネ電源

を発電し、売却していくというモデルを、事業環境整備という形でしっかりとこちらも進め

ていきたいというふうに考えてございます。 

 また、バランシングコストについて、各種コメントをいただきました。事務局の案を合理

的ではないかというご評価をいただくご意見と、同じく参考資料の２でいただいたように、

本当にこれで十分な規模なのかということ。 

 そして、また五十嵐委員からは、電源の各種ごとに扱いが違ってくるのではないかと、こ

の点も分析する必要があるのではないかという辺り。事業者や、あるいは実態もしっかりと

さらに分析をした上で、次回、またお示しをしながら、このバランシングコストの在り方に

ついて、お示しをできたらというふうに思ってございます。 

 また、今回よく、引き続き状況をフォローすべきではないかというコメントもいただきま

した。まさにおっしゃるとおりでありまして、これの水準が十分なのかどうかを含めて、継

続的に事業者の状況、ＦＩＴからＦＩＰへの移行の実態なんかも踏まえながら、しっかりと

フォローしていくことが大事ではないかというふうに考えてございます。 

 また、松村先生から、出力抑制についての扱いをＦＩＴとＦＩＰについてどう考えていく

べきなのかというご意見をいただきました。事業者の予見可能性や事業性に事後的に関係

する事項になりますので、慎重に考えるべき部分もあろうかと思いますが、この辺り、また

小川課長から追加的コメントがあれば、考え方をまた追加的に申し上げたいというふうに

考えてございます。 

 すみません、全てのことについて、私、コメントできてないと思いますが、いただいたも

の、しっかりと全て踏まえさせていただいた上で、次回、整理してお示ししたいと思います。

もし補足あれば、お願いします。 

○事務局 

新エネルギー課でございます。 

 意見、ありがとうございます。補足だけさせていただきます。五十嵐先生からいただきま

した、蓄電池のカウントの件、Ｐ36の件でございますけども、こちら 30分を事例に挙げて

おりますけども、実際は１か月単位でのメーターの計算をいたします。その１か月間の発電

量を計算した上で、算出したいというふうに思っております。 

 そのほか、ほかの論点で言いますと、村上先生からいただきました新築建築物のところで

ございます。こちらについては、国交省を初め関係審議会でも議論をしているところでござ
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います。村上先生からもおっしゃっていただきましたように、東京都ですとか、川崎のよう

に、先行して条例で取り組まれているところもございますけども、やはり全国一律で行うこ

とがいいのかどうか、こういった観点も含めて検討させていただきたいと思っております。 

 そのほか、桑原先生からいただきました、いわゆるＦＩＴ以外、ＦＩＴ・ＦＩＰ制度以外

の予算での支援の在り方といったところでございます。こちらは需要家補助金です、２ＭＧ

以上で、８年以上の契約について取り組ませていただいているところでございますけども、

こちらは蓄電池併設の事業を取り組むなど、その事業の在り方なども見直していきながら、

今後も継続的に対応していきたいと思っております。 

 新エネルギー課からの補足は以上でございます。 

○小川電力基盤整備課長 

 続きまして、電力基盤課長の小川です。 

 私のほうから、３点、補足になります。まず、長山委員からご質問をいただきました、35

ページの蓄電池の系統充電の場合の非化石証書の扱いについて、お尋ねいただきました。基

本的には、ここでのＦＩＰの考え方に連動することを想定しております。 

 それから、２点目は、先ほど松村委員からご提案いただきました出力制御の扱い。ご指摘

のとおり、カテゴリーごとの公平性という形での整備の中で、ＦＩＴとＦＩＰで扱いを変え

ているということが実際にどんな形になり得るかというのも含めて、今後、慎重にという話

もありますけども、広く出力制御の在り方を考える中で検討してみたいと思います。 

 それから、３点目の予測誤差、本日、後ほどの議論にも関係しますけれども、送配電事業

者が予測誤差の低減に向けて行ってきている取組、ご指摘のように他の事業者にも活用い

ただける点あれば、そういったものは共有していければと思いますし。実際の取組、少し大

量の扱っている送配電事業者の取組がダイレクトに活用できるかというのはありますけれ

ども、具体的な取組などは、例えば広域機関でも審議会、検討会の場でお示ししているとこ

ろでもありますので、活用方法を今後はしっかり検討していきたいと思います。 

 以上です。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございました。よろしゅうございますか。 

 長期的・安定的な再エネの大量導入ということでありますが、特にＦＩＰ制度の活用促進

ということを中心にご議論をいただいたかなと思っておりまして。その中でもバランシン

グコストの水準について、これは事務局のほうで一定期間を区切って増額すると、こういう

方向だったんですけど。基本的に、全体的に、皆さんご賛同いただいたかなと思っておりま

すけれども。先ほど、事務局のコメントもありましたように、もう少しその分析をして、い

ろいろな方法を継続して調査しろと、こういうことでありましたので、これは事務局にお願

いするということと。 

 ただ、これ最終的にあれですよね、調達価格等算定委員会のほうで議論をいただいて、決

めるということですので、これは高村委員がいらっしゃいますので、そちらのほうでお願い
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することになりますが、今申し上げたようなことを対応して、そちらで議論していただけれ

ばというふうに思っております。 

 それでは、第２部の議論に移りたいと思いますが、これ資料の２と３です、これをご説明

いただいて、同じように質疑応答というふうにしたいと思います。 

 では、よろしくお願いいたします。 

○日暮新エネルギー課長 事務局でございます。 

 資料２、インボイス制度の導入に伴うＦＩＴ制度上に対応について、ご議論させていただ

きたいと思います。 

 ３ページ目、インボイス制度でございます。2023年、今年の 10月からインボイス制度の

実施が開始してございます。課税事業者が発行する適格請求書等保存方式、いわゆるインボ

イスについて、その保存が仕入税額控除、仕入れたときに税額を控除する際の要件となると

いうことが、インボイスが要件になるということが制度のポイントでございます。 

 ５ページ目をご覧ください。インボイス制度の実施に当たっては経過措置がございまし

て、10月から始まってございます、10年間の経過措置でございます。制度開始から３年間

は免税事業者、インボイスを発行しない免税事業者からの仕入れについても、８割が控除が

可能と。そして令和８年から３年間、50％の控除が可能と。令和 11年からは、このインボ

イスが発行された仕入れだけが控除ができるようになると、こういう経過措置でございま

す。 

 ６ページ目、ＦＩＴ制度の特徴としては、送配電事業者が法律的な買取り義務を課されて

いるものでございます。インボイス制度の導入前であれば、ＦＩＴの認定事業者が課税事業

者であれ、免税事業者であれ、仕入れについては税額控除が可能でございました。買取り価

格、そして、それを電気として後は引き渡していくわけですけれども、買取り義務者、送配

電事業者に対しては、消費税に伴う負担というものが生じていないという状況です。 

 インボイス制度が導入後になりますと、インボイスを発行された課税事業者からの仕入

れについては何ら問題はございませんが、インボイスが発行できない免税事業者、非インボ

イス事業者からの仕入れについては、買取り義務がありながら、仕入れ税額向上ができない

という、この点が課題となってございます。 

 ７ページ目をご覧いただければと思います。このインボイス制度の導入に伴うＦＩＴ制

度上の対応については既に整理がされてございまして、新規認定につきましては、課税事業

者がインボイス発行事業者としてしっかり登録を行うということを認定の段階から認定の

要件とさせていただいてございます。一方で、免税事業者については認定しないということ

ではなく、これまでと同様にインボイス登録がなくてもＦＩＴ認定を受けることが可能と

いうことでございます。 

その上で、調達価格等算定委員会における議論を踏まえて、調達価格においてインボイス

発行事業者と非インボイス発行事業者についての取扱いを区分、区別して設定することと

されてございます。 
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その状況については下の点線囲みに書かせていただいてございます。インボイス発行事

業者については課税事業者、これまでと同様に外税方式ということで、きっちり価格と税金

を区分して、区別をして価格づけを行うということでございます。 

非インボイス発行事業者、すなわち免税事業者からの仕入れにつきましては、内税方式と

いうことで消費税の相当額も含めた価格として観念をする、観念をして調達を、買取りを行

うということでございます。この方式については、これまでの 10ｋＷ未満の太陽光の発電

と同様の取扱いということでございます。 

この 10ｋＷ未満の太陽光の発電の取扱いを非インボイス事業者に適用し、10ｋＷ以上の

取扱いについてはインボイス発行事業者に適用するということで、インボイス制度の導入

に伴ってこの関係性をしっかりと整理をしたということでございます。 

８ページ目が既認定、既存認定についての対応について整理をしてございます。 

まずはインボイスの導入に伴って、買取り義務者に負担が生じないように、しっかりとイ

ンボイス発行事業者として登録をしていくようにということをしっかり進めていくという

ことでございます。メールやはがき、検針票、ウェブ明細等によって個別に、課税事業者に

おかれましてはインボイス発行事業者として登録をしていってほしい旨を周知していくと

いうことでございます。 

こうした取組を前提に、インボイス制度の導入後、すなわち今年の 10月１日以降、買取

り義務者に生じる新たな消費税負担に関しては、この買取り義務が法律で課されている以

上、この負担分をＦＩＴ制度において手当てをすることとしてはどうかということを提案

させていただいてございます。その仕入税額控除ができない金額の大まかな想定といたし

まして、10ｋＷ未満の太陽光分が約 10 億円、10ｋＷ以上の太陽光が約 39 億円、風力・地

熱・中小水力・バイオマスが約４億円という数字となってございます。その上で、ＦＩＴ認

定事業者のインボイス状況の登録を踏まえて、今後のさらなる追加的な対応というのを検

討させていただきたいというふうに考えてございます。 

実際のＦＩＴ認定事業者の、このインボイスの対応状況についての調査をさせていただ

いてございます。各電源ごとに調査をしてございます。その結果について、10 ページ目に

整理をしてございます。各電源の規模別に、課税事業者の割合と。例えば 50ｋＷ以上につ

いては 94％、99％、99％とほぼ課税事業者であり、インボイス、一番下の欄をご覧いただ

きますと、94％、97％とほぼインボイス登録済み、あるいは予定をしているという事業者で

ございます。 

一方で、10ｋＷ未満の太陽光につきましては、課税事業者の割合は 21％、またインボイ

ス登録済み、あるいは予定という事業者は 24.5％と非常に規模としては少ないものにとど

まってございます。これは個人を含めて非常に規模の小さい事業者が多いということです。 

その中間段階にあるのが 10ｋＷから 50ｋＷでございまして、課税事業者の割合が 53％、

インボイス登録済み予定という割合が 54.7％となってございます。 

一方で、下段については風力、バイオマスということでありますが、それぞれ課税事業者
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の割合は９割を超えて、インボイス登録済みも９割を超えているという状況でございます。 

こうした状況を踏まえて、さらなるフォローアップということを実施してきてございま

して、その結果、13ページ目、14ページ目ということに整理をさせていただいてございま

す。結果の傾向というものは先ほど申し上げたとおりでございまして、太陽光の 10ｋＷ未

満につきましては、登録ありの割合は非常に少ないと。50ｋＷ以上になれば 95.5％の方が

既にインボイスの登録済みという結果になってございます。 

14ページ目、風力、バイオマスほか、他の電源につきましては、登録済みの割合が 99％、

非常に多くの方がインボイスの登録ということを既に進めているという状況でございます。 

今後の、17ページ目をご覧いただけたらと思いますが、24年度の対応の案ということで、

ここに対応（案）を書かせていただいてございます。 

それぞれ住宅用の太陽光、矢羽根の１番目でございますが、住宅用太陽光につきましては

認定事業者に個人が多いという点を踏まえまして、24 年度も引き続きＦＩＴ制度で手当て

をすることとしてはどうかと。一方で、課税事業者も一定割合存在していることも踏まえま

して、しっかりさらなる調査も行った上で、25 年度以降の取扱いを継続的に検討していく

ということでございます。 

事業用太陽光につきましては、引き続き、まずはインボイス登録を促進していくという必

要性が非常に大きいという部分でございますので、しっかりこの点を進めながら、24 年度

については引き続きＦＩＴ制度で手当てをし、25年度以降は、この 24年度における登録状

況をよく踏まえながらしっかり対応を考えていくということでございます。 

また、インボイス登録が非常に進んでおります、風力・地熱・中小水力・バイオマスとい

う電源につきましては、認定事業者の 99％がインボイス登録済みとなっている点を踏まえ

て、既に発行事業者と非発行事業者で、買取り価格における消費税の取扱いが区別されてお

りますが、この制度の下での認定状況なんかもよく注視をしながら、24 年度についてはＦ

ＩＴ制度に手当てをする一方で、25 年度以降はＦＩＴ制度の手当てを行わないということ

も含めて、この対応状況をよく見極めながら検討していってはどうかということでござい

ます。いずれにしても、一番上の段に書いておりますけれども、課税事業者についてはイン

ボイス発行事業者として登録を適切に進めていくべく、きっちりと促していくということ

をしっかりと進めていきたいというふうに考えてございます。 

事務局からの説明以上です。 

○小川電力基盤整備課長 

資料３、再エネ予測誤差に対応するための調整力確保費用をご覧いただければと思いま

す。 

まず、２ページ目ですけども、本日のご議論、毎年、これについてはあるんですけれども、

来年度の交付金についてのご議論をいただければと思っております。再エネの予測誤差に

対応するための三次調整力②の確保費用についてであります。 

５ページへ飛んでいただければと思います。まずは 2023年度につきまして、どのような
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考え方で、どのような費用が交付されるかというところで、まず５ページですけれども、調

整単価、こちらは 2022年、直近の取引実績を使いまして約６円／ΔｋＷ・ｈという形で設

定いただいております。 

また、次の６ページ目ですけれども、量につきましては、これも直近の取引実績を基に約

200 億ということで、６円掛ける 200 億で合計約 1,200 億円、これが 23 年度の交付の予定

している額であります。21年度、22年度、制度がスタートしました当初は、交付額に対し

て実績、市場価格の高騰などもありまして実績が大きく膨らんだというところではありま

す。 

今年度は 1,200億円を見込んでいた中で、今、どう推移しているか、７ページ目になりま

す。まず、単価であります。今年度４月から 11月まででは、平均単価 3.2円となっており

まして、６円程度で見込んでいたものがおよそ半額になっているというのが足元の状況で

あります。 

下のグラフではエリアごとの差を示しております。大きく減っているエリア、例えば北海

道では、まさに大きく減っておりますというところ、そのほか中部や北陸もかなり減ってお

ります。一方で、四国エリア、赤い今年度のほうが上がっているというところもあります。 

こうしたエリアごとの違いの理由、上の青枠の二つ目以降に記してあります。総じて言い

ますと、特に燃料価格の下落という中で下がっているわけですけれども、例えば北海道につ

きましては、下から二つ目のポツにありますような電圧調整機能公募という、全く別の仕組

み、11 ページに参考だけつけておりましてご説明は割愛しますけれども、別な仕組みの中

での発電の費用がカバーされた結果、その電源からの出てくる単価がかなり下がっている

ということが北海道では起きております。 

また、四国のように昨年度よりも上がっているところ、こちらはヒアリングベースではあ

りますけれども、昨年度に比べて安価な火力が点検などで出てこなくなっているといった

事情もあるというところであります。 

次の８ページ目には、各電源種ごとの調達単価の推移というのを示しております。黄色が

ＬＮＧでありまして、ＬＮＧは足元、価格も落ち着いているというところで、全体としての

調達単価の下落に寄与しているところであります。 

また、９ページにはエリア別の変化を示しております。総じて言いますと、青い部分の揚

水が相対的に単価が低いというところでありますので、この比率が高くなると調達単価も

下がってくるというところであります。ただ、先ほど触れましたように、エリアごと、例え

ば下の段であります四国などをご覧いただきますと、赤、相対的に高いと思われる石油が減

って、灰色、相対的に安いと思われる石炭が増えてはいるんですけれども、一方で、実際の

調達単価はむしろ上がっている。ここはあくまで電源種だけですので、実際の応札単価が、

例えば石炭だから必ず安いものでもないですし、石油だからといって高いわけでもなくて

安く出てくるケースもあるということで、なかなかエリアごとに調達単価、よくよく見ない

とこの違いが見えてこないという課題を抱えておりまして、以前、この場でご報告、９月に
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もご報告した際にもご意見いただいておりますけども、こういった状況は取引の参加者あ

るいは参加しようとする事業者にとって大事な情報になりますので、今後、より一層、こう

いった情報発信、説明というのを行っていきたいというふうに考えております。 

調達単価に続きまして、今度は調達の量、12 ページになります。単価の場合と違いまし

て下のグラフ、エリアごとの違いはそれほど多くはありません。総じて言いますと、２割、

３割程度減っているというところでありまして、背景としましては、これまでも取り組んで

きております気象モデルの効果的な活用でありますとか、複数エリア間での共同調達とい

った取組が背景にあると考えられます。 

こういった調整力の調達に際しての、より一層の効率化という点では 15ページ、別の場

でもご議論いただき、ご報告しているところであります。また、この 2029 年度に向けて、

赤枠で囲っておりますような価格規律、価格規律というのは全体の費用の抑制という観点

と、逆に応札者側からすると、しっかりしたリターンが確保されるという意味での適正な調

達量の確保にもつながるものであります。 

また、赤枠で言いますと、④にあります三次②の時間前市場での売却、さらには⑥、こち

らは少し先になりますが、低圧リソースの活用ということで、この市場参加者を増やす取組

というのが進められているところであります。 

17 ページ、参考になりますけれども、この三次②の時間前市場での売却というのがこの

10 月から始まったというご報告になります。こちらは調整力ですので、過去、あらかじめ

確保したものが必ずしも全て使われるということではなくて、必要なく使われないという

ことが明らかになった場合には、その分を時間前市場で売却することで、ここでの収益を全

体としての国民負担、ＦＩＴの負担の低減につなげることができればということで、この 10

月から取組が始まっているところであります。 

前半の最後、20 ページになります。一般送配電事業者各社の財務状況というところであ

ります。左半分が送配電事業部門でありまして、そのうちの経常損益というところ、22 年

度、23年度、横に並んでおります。昨年度は、赤字が半数を超えておりました。一方で、今

年度は各社軒並み大幅な黒字というところで、こういったところにこの調整力の確保する

費用が年度によって大きく増減するというところの影響が出てきているというふうに考え

られます。 

続きまして、後半、24年度の三次調整力②の交付金算定の在り方、まず、22ページをご

覧いただければと思います。来年度分につきましては、昨年ご整理いただきましたやり方、

具体的には、まずＡと記しております来年度の費用の見込みを立てて、それにＢであります

けれども、23 年の差額、この生じた差額を調整するということで昨年度初めてこういった

仕組みを入れていただきました。今回も基本的にこれを踏襲してはいかがかというふうに

考えております。ただ、前回と違いますのは、この調整が不足の部分を追加的に交付ではな

くて、この 23年度、これまで見てきましたように、どちらかというと結果的に多く交付し

たという部分、そこで生じる差額を、今度、24 年度の交付見込みＡから差し引いていくと
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いう形での調整になるというものであります。 

その際に、下に論点１、２、３とあります。特に論点２にあるような、この調整の結果、

エリアによってはマイナスというのが発生するということで、これについてどう考えるの

かといった論点があります。 

論点、順番にいきますと、まずは 28ページになります。交付額と調達実績額の差額の算

定であります。 

下に図があります。昨年整理いただきました、この調整の考え方、縦軸が、こちら調達の

単価でありまして、これにつきましては送配電事業者の取組以外の要素によって変動する

ことが起きるというところで、この調達単価の変動は基本的に調整すると。一定幅以上で、

プラス・マイナス３％以上というふうにしておりますけれども、この分を調整する。一方で、

横軸ですけれども、この量については送配電事業者の取組次第という部分も大きいもので

すから、こちらについては調整はしないという整理になっております。基本的にこの整理に

のっとりまして単価分を調整すると、量の部分は調整の対象としないということでいかが

かと思っております。 

続きまして、論点、二つ目、29ページになります。調整の結果、マイナスというのが発生

したときにどうするかというものであります。 

下に図があるうちのエリアＢというところをご覧いただければと思います。一番右に 24

年度の費用の見込額、このエリアＢの例で言いますと 10億円というのが仮に見込まれた場

合に、真ん中に 23年の差額、マイナス 20というのがあります。そうしますと、この両者を

合わせると、左、24年度の交付金というのがマイナス 10億円、マイナスとなってしまうと

いうところであります。そもそも交付金でありますので、交付金がマイナスになるというこ

とで言いますと、送配電事業者にお金を支払う、交付するではなくて、むしろ事業者から払

ってもらうという形、マイナスというのはそういう形になりますけども、これは制度として

あまり予定していないものでありまして、こういった点についてどうするか。上の青枠の二

つ目に記しておりますのは一つの方法としてということでありますけれども、この 24年度、

マイナスのところは納付してもらうというのではなくて、交付する額をゼロにした上で、引

き続きマイナス 10の分はその次の年度に繰り越すなどの対応をしてはどうかという提案で

あります。 

そもともということでありますと、この三つ目のポツでありますけれども、毎年の見込み

と実績に大きな乖離が生じているというところ。最近で言いますと、直近の実績をベースに

翌年度を見込んでいるわけでありますけれども、なかなか見込みとの差が大きくなってい

るので、ここを、いかにその幅を抑制できるかが、これも例えばということで言いますと、

年度ごとの単価変動を抑制する方法としての、この単年、直近１年ではなくて、もう少し複

数年間で取るとか、いろいろなやり方をもう少し考える必要があるかなというのがこの論

点の二つ目であります。 

最後、論点、３点目は、先ほど触れました時間前市場における三次②の売却促進の在り方
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になります。この 10月から取組が始まっております。 

他方、一部のエリアにおいては、下から二つ目のポツに少し記しておりますけれども、売

却に伴っての損失というのが生じているところもあるというふうに聞いております。この

点、まだ取引自体が始まって間もないというところでありますので、どのような形で価格づ

けをして売っているかと、各送配電事業者に委ねられているところでもありますので、こう

いった点をよく見ながら、どういった形で売却、全体の売却益を増やす方向での取組を促し

ていけるかといった点については、またこれも幅広くご議論いただければというふうに考

えております。まずは引き続き売却状況をモニタリングしながらというふうに考えている

ところであります。 

事務局からのご説明は以上になります。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございました。 

それでは、今ご説明いただいたインボイスの関係、それと三次調整力②、この調整力確保

費用、これについてのご議論をいただきたいと思います。インボイスのほうは制度が変わっ

て、どういうふうに対応するかという、そういうような話と、それから恐らく調整力確保の

話は、その費用自体の単価が大きく変わっちゃったので、それによってお金の流れも非常に

複雑になりということもあり、そういった中でどういうふうに対応していくかという、こう

いうようなご提案といいますか、ご説明だったというふうに思います。 

いかがでしょう。ご意見のある方はチャットでお願いしたいと思います。 

安藤委員がご発言をご希望ですか。どうぞ安藤委員、ご発言ください。 

○安藤委員 

安藤です。よろしくお願いします。 

調整力確保費用のほうの資料について２点、簡単なコメントがございます。まず５ページ

目と６ページ目についてなんですが、５ページ目のほうでは、北海道から九州までの、一番

右ですね、調達単価の平均が 6.2と。次のページへ行くと、６ページ目ですね、その左側で

は、北海道から九州までではなく、沖縄まで入れて平均が 6.2ということで、恐らく沖縄の

存在があるかないかというところに違いがあるはずなのに平均の値が全く同じというとこ

ろが少し気になったんですが、この辺りは計算を間違えてないのか、それとも何か、例えば

５ページのほうでは沖縄のデータが九州に含まれているとか、何か、どういう理由なのかを

教えていただきたいと思いました。 

もう一点、29 ページにある論点２のところでございます。マイナス精算についてはせず

に翌年以降に繰り越すというお話ではあるわけですが、結構な大きな金額ですので、これを

精算されずに翌年以降、１年先送りされるというと、その際の金利などは考えなくてよいの

かというところが気になりました。法定利息がつくのかどうかなんていうところ、細かいと

ころなんですが、この辺りどう考えればいいのか。26 ページにあるとおりマイナスではな

い差額対応についても次年度以降の交付金で対応ということなので、平均的には中立的な
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ので金利について考える必要がないのか、この辺り、考え方を教えていただければと思いま

す。 

私からは以上です。ありがとうございます。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 次は、長山委員、どうぞ。 

○長山委員 

 資料３で１点だけ、29 スライドなんですけども、マイナスの部分は翌年度で精算という

ことなんですけども、2021 年度の 1,000 億円ぐらいの損失が一送に発生していまして、そ

れの調整も含めてこれを考えていただいたほうがいいんじゃないかと思うんですね。2021

年度というのは、今あるような、このような、ちゃんとした仕組みができる前のエアポケッ

トみたいになっていて、それがまだ議論されずに何か残っちゃっていますので、この辺を通

算して考えていただけたらというふうに思います。三次調整額②というのは、本来、再エネ

事業者が担うべきところを一送が代行していて、それに必要な費用は交付金で確保される

べきであるというのは思います。ちょうど今年の２月頃の議論でこのような議論をしたと

思うんですけれども、結局、ＢＧとも調整して取り返したような話も何かあって、それで終

わったような気がするんですけど、その後、そういう話はどうなっているのかというのもち

ょっとお聞きできればと思います。 

以上です。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございます。 

すみません、委員を優先します。大橋委員、どうぞ。 

○大橋委員 

はい、ありがとうございます。２点ありますが、まず１点目、インボイスについてですけ

れども、インボイスの制度が予見しているインセンティブがＦＩＴ制度では働かないとい

うことを考えると、インセンティブが働くことが予見される姿であることを前提に、事業者

に、私はインボイスの義務づけを行うというのが本来的には正しい姿なのではないかと思

います。さらに、この事務的な作業は、本来的にはインボイス制度側の瑕疵なので、制度設

計側、官庁にやっていただくというのが、これもまた正しい姿なのではないかというふうに

思ってます。それが私は筋論だと思っていますが、その上でそうしたことが難しい中で、今

回、ご提案されている方向しかないということであれば、私はこの方向でも致し方ないのか

なと思います。 

二つ目は、もう一つの資料の論点２に関するところですけれども、交付金がマイナスにな

るということが、法人課税上どう扱われるのかなという点は若干疑問に思ったところです。

交付金の金額の変動あるいはマイナス額が発生するということというのは、必ずしも企業

の責によるところではないということを考えると、本来的に交付金のマイナスは国庫に戻
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すということが最も正しいやり方なのではないかというふうに思います。交付金を戻すこ

とができないということであるとすると、これは今回のこの制度だけじゃなくて、ほかの自

治体関係のことも含めて、そうした制度自体が、ある意味、交付金の無駄遣いを生んじゃう

とかということも他分野では起こり得ることを考えてみると、交付金の返還ができる姿を

しっかり仕組みとしてつくっていただくことを、これも制度設計側の官庁にしっかり検討

していただくというのが私は正しい姿なのかなというふうに思っています。 

以上です。ありがとうございます。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございます。 

それでは松村委員、どうぞ。 

○松村委員 

 松村です。聞こえますか。 

○山内委員長 

 聞こえております。 

○松村委員 

はい、発言します。まず、今話題に出てきた交付金に関してですが、マイナスにしないで

繰り越すというのは合理的な整理だと思います。それから、反対のときに金利をつけて払わ

ないということを考えれば、金利を取るという必要もないと思います。これは大橋委員が正

しくご指摘になったとおり事業者の責任ではないということももう一度考えなければいけ

ないし、結果的にいろんな改革がうまくいったとすると、その事業者に不利になるというよ

うなことにはしてはいけないと思います。本当はもともと払う金額というか、調整前の金額

がいろんな要因で変動するんだとすると、完全にやることは無理だと思うんですけれど、燃

料費だとか、そういうものが変動する、あるいは市場価格が変動すると自然に変動しますよ

ねという部分は、何か自動調整のようなことというのが導入できると、このようなこととい

うのを少し軽減することができるのではないかと思います。難しいとは思いますが、検討す

る価値はあるかと思いました。 

次に、時間前市場での売却の件なんですが、これで黒字を稼いで、それで国民負担を減ら

すというのがとても重要だというのは分かるのですが、赤字になっている事業者が過度に

非難されないようにということは十分気をつけなければいけないと思います。この売却と

いうのは、ある意味で送配電部門が囲い込んでいる貴重な電源というのを、必要がなくなれ

ば、もっと有効に利用できる人に使ってもらうという面があるわけで、赤字になったという

ことは結果的に低過ぎる価格で売れたということであり、それは電源が有効に利用された

ということであるわけなので、社会的に見れば非難されるようなことではなく、むしろ物す

ごくむちゃな高い価格つけて、ほぼほぼ売れないという状況にすれば赤字はほぼ起きない

ということになるんだと思いますが、それはむしろもともとの目的に反するということだ

と思いますので、赤字イコール悪ということで過度に非難されないように。でも、もちろん
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黒字で少しでも国民負担を軽減してほしいということ、電力消費者の負担を軽減してほし

いということはあるので、会社を推奨するという意味ではないんですけれど、過度に批判の

とおりにならないように注意しなければならないと思いました。 

以上です。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございます。 

委員の方でほかにいらっしゃいませんかね。桑原委員、どうぞご発言ください。 

○桑原委員 

桑原です。ありがとうございます。 

今のマイナス精算発生時の取扱いのところに関連して、私も、今、松村先生がおっしゃっ

たのと同じようなことですが、そもそも、この交付額と調達実績額の差額が大きくならない

ように、何か制度的な工夫の余地がないのか、交付金の支払いのタイミング、あるいは期中

での調整のタイミングを持てないのか、そういうところもお考えいただければと思います。

複数年間の取引実績に基づいて算出することで単価変動を抑制するという方法などもあり

ますが、これで本当にどこまで対応できるのかというところもございますので、期中にもう

一度見直す、そして期中の交付額をそこで調整するようなことができないのか、ご検討いた

だければと思います。 

それからもう一点、こういう取扱いになってくると、一般送配電事業者側の会計上の処理、

例えば翌年の交付金から減額する分について、会計上で引き当てるような措置を取るのか、

つまり利益が出ないように処理をするのかといった会計上の取扱いとも関連してくると思

いますので、そこも理解した上で最終的にフェアな制度を、一般送配電事業者に利益が発生

していないということが分かりやすくなるように制度設計ができるとよいのではないかと

思いました。 

以上です。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございます。 

ほか、よろしいでしょうか。 

それでは、オブザーバーの方の発言に移りますが、まずは太陽光発電協会、増川オブザー

バー、どうぞ。 

○増川オブザーバー 

ありがとうございます。先ほどの話、少し重なりますけれども、今回の資料３の２ページ

目にお示しいただきましたとおり、この再エネ予測誤差に起因するコストとはＦＩＴ、イン

バランス特例の①と③に起因して発生しているということにほかなりませんので、この特

例①③からＦＩＰに移行すれば、そもそもこういったコストは不要になるというふうに理

解しております。ですので、抜本的対策としては、やはりフィードインプレミアムに移行さ

せることだというふうに理解しております。 
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この資料３の５ページ、６ページにお示しいただきましたとおり、22年度の実績が 1,202

億円、それをベースに 23年度の交付金含め、その金額を計算したということですけれども、

先ほど、太陽光だけではないんですけれども、太陽光の買取り量が 800数十億ｋＷ・ｈでし

たので、それで割れば、単純に割ると、太陽光の１ｋＷ・ｈ当たり１円 50銭近くかかって

いるということですので、インバランスのコスト、付与しているコストよりもこちらが高い

ということですので、それを移行することは単純に国民負担が減るということになろうか

と思います。ですので、国民負担を減らすという意味でも重要かと思っております。 

この金額が燃料価格に、それから為替レートで大きく左右されるということを理解いた

しましたけども、将来、もっと燃料価格が上がったり、為替レート、どうなるか分かりませ

んけども、燃料価格と為替レート、誰も将来予測するというのは不可能だと思いますけれど

も、それに左右、すごい影響を受けてマイナスになったり、黒字になったりというのは、そ

れは大変なことですので、やっぱり抜本的対策としてＦＩＰに移行させることが重要とい

うふうに思っております。 

以上でございます。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございます。 

次は、送配電網協議会、山本オブザーバー、どうぞ。 

○山本オブザーバー 

はい、ありがとうございます。送配電網協議会の山本でございます。 

私からは、まず資料２のインボイス制度の導入に伴うＦＩＴ制度上の対応について発言

いたします。８ページに記載のＦＩＴ制度における手当てにつきましては、記載のとおり国

と買取義務者が連携して認定事業者へ個別周知等に取り組むことが前提になっていると認

識しておりまして、一般送配電事業者各社としましても、ＤＭの送付や事業者に対する架電

等、できる限りの取組を実施してまいりました。引き続き国とも連携しながら課税事業者の

うち、インボイス未登録の認定事業者に対する周知等を行ってまいります。 

続いて、資料３、再エネ予測誤差に対応するための調整力確保費用についてコメントいた

します。まず、基本的な考え方としまして、ＦＩＴインバランス特例制度におきましては、

再エネ導入拡大を図るために、本来は再エネ事業者が担うべき需給調整業務を一般送配電

事業者が代行しているものでありまして、必要となる調整力の調達費用は適切に回収され

るべきと考えてございます。その上で、これは今までの議論にも出ておりました関連ですけ

ども、２点、発言いたします。 

７ページ目ですけれども、三次②の調達単価の記載がございますが、４月から 11月にお

ける昨年度の平均調達単価がΔｋＷ・ｈ当たり 8.0円であるのに対しまして、今年度は 3.2

円と大きく下落してございます。このように年度ごとの単価変動は大きくて、その単価差額

が次年度に調整されることも踏まえますと、三次の②調達に伴う年度ごとの収支変動が大

きくなって、一般送配電事業者の収支に大きな影響がございます。 
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さらには 29 ページ、論点２ですけれども、マイナス精算発生時の取扱いにおきまして、

次年度の交付金がゼロとなる可能性について示されておりますけれども、当年度の収入が

ない中で三次②調達に伴う支出というのは、会計上、2024 年度がスタート時点から赤字と

なることを意味しています。したがいまして、次年度の交付金算定に当たりましては、これ

も同じく 29ページ、３ポツ目に記載のとおり、一般送配電事業者の事業の安定性を確保す

る観点から、年度ごとの単価変動を抑制する方法についてご検討いただけますよう、お願い

いたします。 

また、その検討におきましては、先ほど委員からもご発言がありました 2021年度に大き

く損失が生じている実態などにも鑑みながら、持続的な制度となるように併せてご検討を

お願いいたします。 

次に、三次②の時間前市場入札につきまして、30 ページに論点を提示していただいてお

りますけれども、２ポツ目の※、売却損分を一般送配電事業者が負担するとの記載について

発言させていただきます。再エネ賦課金を低減するために一般送配電事業者は、余剰となり

ます三次②を時間前市場に入札する取組を 10月の下旬から開始してございます。市場で取

引する以上は損失リスクを伴うものでありまして、合理的に入札する限りにおいては、時間

前市場入札によります利益と同様に、損失もＦＩＴ交付金に反映することが必然と考えて

ございます。また、一般送配電事業者としましては、本取組による利益を拡大できますよう

今後も取り組んでまいりますので、これは１ポツ目に記載のございます本取組による利益

や約定量の最大化を促すような枠組みにつきましても併せてご検討いただきますようお願

いいたします。 

私から以上です。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございました。 

次は、電気事業連合会ですけど、前田さんでいらっしゃいますか。 

○前田オブザーバー代理 

はい、ありがとうございます。オブザーバーの藤本に代わりまして代理で出席しておりま

す業務部長の前田です。 

私からは資料２のインボイス制度導入に伴うＦＩＴ制度上の対応についてコメントさせ

ていただきます。買取り義務者に生じる新たな消費税負担をＦＩＴ制度において手当てす

ることの前提として、買取り事業者が国と連携の上で既認定の課税事業者に対してインボ

イス発行事業者としての登録を促すことは重要と認識しております。我々、小売電気事業者

としましても買取り義務者ということで、これまで検針票やウェブ明細による周知に加え

まして課税事業者への電話対応等での周知を行ってまいりました。今後もこのような取組

を継続することが大前提ではありますが、17 ページでは、バイオマス発電等の太陽光発電

以外の電源について、2025 年度以降は非インボイス発行事業者の消費税負担について、Ｆ

ＩＴ制度での手当てを行わないことを含めて検討するというふうに記載されております。
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ＦＩＴ制度の趣旨を踏まえまして、多くのＦＩＴ認定事業者がインボイス登録されている

中でインボイス登録しない事業者の影響による負担分が買取り義務が課せられている事業

者に寄せられることについては、ぜひ回避いただく方向でご検討をお願いしたいと考えて

おります。 

私からは以上です。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございました。 

ほか、よろしいですかね。 

それでは、事務局からご回答いただきたいと思います。 

○日暮新エネルギー課長 

 事務局でございます。 

インボイスに係るご指摘いただきました。大橋先生から、事務事業者にインボイスを義務

づけるということが基本ではないかということのご指摘でございます。新規認定について

は、この部分、認定する課税事業者については認定をする際にインボイスの発行事業者とな

るということを、想定を義務づけております、認定の条件としておりまして、まさにこの課

税事業者はインボイスを発行して、発行事業者として登録していただくことが、新規認定に

ついてはＦＩＴ制度に入って、ＦＩＴ／ＦＩＰ制度に入っていただく際に大前提としてい

くということの方向性で考えてございます。 

また、制度官庁側は、課税当局側で法律上の買取り義務に係る部分について対応すること

が正論ではないかということについてのご指摘もいただいてございました。もちろんそう

いう議論もさせていただいてございますが、今回ご提案させていただいておりますのは、Ｆ

ＩＴ制度内で買取り義務者として送配電事業者に負担を感じさせないということを、ＦＩ

Ｔ制度の中で対応するということでございますが、ご指摘含めて課税当局とはきっちりと

の議論は継続させていただきたいというふうに考えてございます。 

さらに、最後、電事連の前田さんから、他の電源についても 99％以上とはいえ、引き続

き非インボイス事業者が存在する以上、25 年度の取扱いについてということでご指摘いた

だいてございました。認定状況を踏まえながら、資料記載のとおりでありますけれども、認

定状況も踏まえて取扱いについては継続的に検討させていただきたいというふうに考えて

ございます。 

以上です。 

○小川電力基盤整備課長 

続きまして、資料３についてであります。様々なご意見いただきまして、ありがとうござ

いました。 

まず、安藤委員からご質問いただきました５ページ、６ページの関係でありますけれども、

ちょっと今後、お示しの仕方は工夫していきたいと思います。お尋ねになった関係で言いま

すと、この 6.2円というところは、沖縄を除くところの平均ではあるんですけれども、沖縄
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を含めても規模、加重平均でいいますと、結果的には同じというところではあります。 

長山委員から、ちょっとこれまでの経緯も含めての重要なご指摘をいただいております。

まず、21年度についてということでありますけれども、1,000億といった数字も挙げていた

だきました。この送配事業者に通っている交付額と実績の差という意味では、かなりの規模

に上ったというのが事実でありますし、また、21 年度については、昨年から入った調整の

ときには直接の対象にはしないというふうに整理したところであります。一方で、調整の時

期、例えば今ですと年度でなくて１から 12月といった形での調整にしていますので、結果

的に 21年度の分につきましても、最後の３か月分については、ある意味、調整でカバーさ

れているというところではあります。 

まず、何よりもこの 21年度の全体額というのが、どう把握して、今後どう対応していく

のかというところは引き続きの課題という中で、もう一つご指摘いただきました、特にこの

23年度に関してＢＧとの返還協議、22年度分ですね、返還協議という話のお尋ねもいただ

きました。こちらにつきましては、まだ実は一部協議が続いておりますので、全てまとまっ

た時点で改めてこの場でご報告できればというふうに考えておりますけれども、ＦＩＴ交

付金はその差額の一部にしか入らなかったと、残りを事業者間の協議に委ねておりまして、

その残りのうちのかなりの部分が返還というのがなされることになりそうというのは聞い

ておりますけれども、具体的なところはまたまとまった時点でご報告したいと思います。 

それから、この変動をどうしていくか、様々ご提案もいただいております。松村委員、そ

れから桑原委員、おっしゃるとおり、もう少し交付の仕方、今でありますと、一回決めると、

その１年間、決まったやり方になるところを、例えばで言いますと、多分イメージされる燃

料費調整ではないですが、いろいろ月ごとに変動を調整できると差額がもっと小さくなる

のではないかというご提案かと思います。これについては、ちょっと今の制度との兼ね合い

でどこまでそういう柔軟性を持たせられるかといった点は検討課題とさせていただければ

と思います。 

この繰越しのところ、反対をどうするかといったときに金利の話もありました。松村委員

からご指摘ありましたとおり、プラスの場合もマイナスの場合も金利をつけて渡すのでも

ないし、逆に金利分を差し引くということでもないという整理であるとは思っております。

そういった意味で、今後、ただ、この繰越しというのがどれぐらいになるかと。あまりにも

繰越し、繰越しというふうにならないような仕組みというのも必要でありますし、だからこ

そ抜本的な交付の仕方というのも検討してはどうかというご意見をいただいたものと理解

しております。 

あと、論点で言いますと、三次②の売却、三つ目のところですね。ここについても幾つか

ご意見、ご指摘いただいております。ちょっとまだ始まったばかりで、松村委員ご指摘のよ

うに、このリソースの有効活用という意味での市場売却と、送配協からもご指摘いただきま

した合理的に売っていっているときに出た損失をどうするかといった点、まずはちょっと

売却の状況を見ながら今後の在り方というのを引き続きご議論いただければというふうに
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考えております。 

事務局からは以上です。 

○山内委員長 

はい、ありがとうございました。 

いろいろご意見いただきまして、ありがとうございます。まず、インボイスについては基

本的には皆さん合意、合意といいますかね、それほど大きな反対はなかったというふうに思

っていますけど、大橋先生の言われたことは非常に正論だと思いますけども、なかなか難し

いところ。それで、これについては、ですから特にインボイスの登録が促されるというのが

一番ポイントなので、それを促進するように適切なフォローアップをしていただきながら

進めていただくということかと思います。 

それから、三次調整力の②の件は、これもいろいろご意見いただきましてあれですので、

今、小川課長からお話があったところでありますので、次回以降、本格的な議論を継続して

いくということでよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、第３番目の議題に移ります。資料の４と５ですね。 

では、事務局からご説明をお願いいたします。 

○小川電力基盤整備課長 

 それでは、まず資料４、再エネの出力制御対策パッケージについてというものになります。 

こちらは、まず１ページにありますけれども、足元、出力制御は増加傾向にあるという中

で、年内に新たな対策パッケージを取りまとめるということで、この場でもこれまでご議論

いただいてきておりましたし、また別の場でも様々ご議論いただきました。今回はその全体

の取りまとめという位置づけになりますので、かいつまんでご説明できればと思います。 

まず、足元の状況ということでは６ページ目、特に下が全国でありますけれども、2018年

に九州で初めて行った出力制御でありますけれども、その後、特にということで言いますと、

23 年度、今年度に入ってから、この棒グラフが上に伸びて、また色も増えているようなの

で出力制御が行われるエリアも拡大しているというところで、今は行われていないのは東

京エリアのみという形になっております。 

そうした中でこのパッケージのところの全体、14 ページ目以降になります。基本的な考

え方につきましては、これまでの供給面中心から、まず需要面というのを注目して、需要家

の行動変容を促しつつ、ある意味、包括的な対策。 

その際には、二つ目のポツにありますけれども、予算的な措置と制度的な装置というのを

一体的に講じるということを基本としております。 

さらにということで、14 ページ、下から二つ目にありますけれども、その先というのを

見据えますと、制度的・構造的な課題への対応というのも併せて検討できたものであります。 

具体的な措置、15 ページ目以降になります。まず需要面といったときに、家庭というと

ころで記しておりますけれども、①②③と、これらが制度的な措置と予算的な措置と一体的

にといった部分になります。例えば家庭用の蓄電池、あるいはヒートポンプ給湯機というも
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のの導入支援、具体的な数字も入れておりますけれども、今般の補正予算などで導入を支援

していくということ。 

その際に、②にありますけれども、機器のＤＲ Ｒｅａｄｙ化、手動で動かすのではなく

て、むしろＶＸ、ＶＲを遠隔で制御できるような仕組み、そういった機器を入れているとい

うこと。 

そして、何よりも③にありますけれども、そういった需要のシフトが需要家にとってのメ

リットにならなければいけない。その前提としての料金メニューというのが極めて重要。こ

れについてはこの場でも、松村委員からもご指摘いただいていたところでありまして、現状、

この秋からいろいろ出てきているというところでありますけれども、またさらなる料金メ

ニューというのが今待たれているところであります。 

16 ページは同じような産業サイドでの需要対策ということでありまして、基本的な活動

は一緒でありますけれども、装置自体、例えば水電解装置といったものの導入支援でありま

すとか、あるいは③④といったところでありますと、特に電力多消費産業のＤＲの推進、こ

こも料金といったところは大きな役割を占めるところであります。 

17ページ、18ページは供給面の対策、どちらかというとこれまでも進めてきたところで

はありますけれども、再エネ発電設備のオンライン化、あるいは火力の最低出力の引下げと

いった点。 

最低出力の引下げだけではなくて、18 ページに入ると、④にありますような運用の高度

化。これは火力に限らないわけでありますけれども、運用の高度化。 

さらにはということで、本日最初の議題でもありました⑥にありますようなＦＩＰ制度

のさらなる活用促進といったものも出力制御対策、供給面での対策ということで重要にな

ってくると考えております。 

また、19 ページ目、こちらは全て時間軸で見まして、もう少し年数を要するものではあ

りますけれども、抜本的な対策としての系統の増強、今、様々検討は進んでおりますけれど

も、連系線のさらなる増強といった点。 

さらには、４ポツのところで、中長期的な検討課題ということで二つ掲げております。変

動再エネの調整力としての活用、あるいはネガティブプライス、これらについても、これま

で既に多数ご意見をいただいております。全体の制度設計、電力システム全体の中で考えな

ければいけないところもありますけれども、それぞれの仕組みの利益、それからそれに向け

ての課題というところを連ねております。 

 以上が出力制御対策パッケージ資料４になりまして、続きまして、資料５、電力ネットワ

ークの次世代化についてになります。こちらは対策パッケージにもありました系統増強に

つながるところでありますけれども、現在は２ページにありますような、本年３月に策定さ

れましたマスタープランというものをベースに、東地域、それから中地域、さらには西地域

間の増強の検討が説明されております。 

 広域機関における検討状況を参考資料で作っておりますけれども、東地域におきまして
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は５ページにあるような形、矢印が伸びておりますけども、23 年度中に基本要件というの

を策定して、24 年度に実施の主体あるいは実施案というものの募集をしていくというのが

今、東地域での状況になります。 

また、西、特に関門ということで言いますと、11 ページに記しております。広域機関に

おける、従来、海底ケーブルの新しいルートの案と、関門でいきますと橋やケーブルが既存

のインフラがありますので、こうしたインフラを活用する案との比較が行われてきており

ます。 

インフラ活用につきましては、この海峡部分ということで言いますと、このインフラ活用

が費用的にも、工期の点でもメリットがある。実際に通せるかどうか、特に橋などでは重さ

の制限などもあるのでいろいろ難しい課題があります。ただ、比較におきましては、特にイ

ンフラ活用の場合には、この海峡を渡った後といいましょうか、海峡の両端、市街地が広が

っているものですから、そこを通す、地中化して通していくというところで、かなりの費用

も、それから工期も変わるといったような指摘が出てきておりまして、ここにありますとお

り、当初、２ＧＷへの増強というのを考えられておりましたけれども、１ＧＷの増強案も選

択肢としての検討が進められているというところであります。こちら出力制御対策という

観点からも、あるいはレジリエンスという観点からもできるだけ早期の増強というのが期

待されるところでありまして、これら三つにつきましての全体の進捗、16 ページが今後予

定ということになっております。 

 関連しまして、参考資料４で、本日、東京電力パワーグリッドの岡本オブザーバーからコ

メントというところで伺っております。具体的な検討の場に当たっての引き続きの調査な

どの必要性などが述べられておりまして、こういったご意見を踏まえながら引き続き検討

を深めていく予定としております。 

事務局からは簡単ですけども、ご説明は以上になります。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございました。 

それでは、出力制御対策パッケージ、それから電力ネットワークについていただいた、こ

れについてご議論願いたいと思います。何度かここでも議論してきましたので、内容につい

ては皆さん、よく知っているところですけど、新しい点なんかを加えていただいて、パッケ

ージについては年内ということでありますので、ご意見いただいて進めるということにな

ると思います。いかがでございましょうか。ご発言をご希望の方がいらっしゃればチャット

でお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

松本委員、ご発言ですね。どうぞ松本委員、ご発言ください。 

○松本委員 

 座長、ありがとうございます。事務局におかれましては、ご説明いただきまして大変あり

がとうございます。丁寧なご説明、感謝いたします。 

再エネの導入拡大の観点から、既存火力の最低出力の引下げをしていく必要があるわけ
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ですけれども、そもそも抑制は事業者の経済メリットとして行えることが重要ではないか

と思っております。市場が下がったとき、火力電源を止めることに経済合理性があるのであ

れば既にそうなっているはずではないでしょうか。現状において、市場価格低下が見込まれ

るときの火力電源の経済差し替え量は合理的なのでしょうか。ちょっとここが聞きたいな

と思ったところです。 

続きまして、12 ページですけれども、欧米の電力市場ではマイナス価格が許容されてい

ますが、このネガティブプライスを検討する以前に、現状において市場メカニズムがどの程

度機能していくかを見ておく必要があるのではないでしょうか。 

続きまして、15ページ、16ページです。具体的な措置を様々に提示いただきまして、大

変ありがとうございます。需要対策は、既存需要のシフトも検討しておくべきかと思います。

過去に夜間シフトした電力量はかなりの量ではないかと思われますけれども、これを把握

してはどうでしょうか。新規のヒートポンプ温水器のみならず、夜間電力料金契約として、

過去に契約された電気温水器、また業務用の蓄熱空調、工場の夜間操業シフトなど、かなり

の量がまだ夜間需要として止まっている状況ではないかと思っております。これらを定量

化して昼間シフトの可能性を検討してみてはいかがでしょうか。 

以上です。ありがとうございました。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございます。 

ほかにいらっしゃいますか。 

五十嵐委員、どうぞ。 

○五十嵐委員 

 はい、ありがとうございます。私からは１点だけでございます。全体としましては今回お

出しいただきました事務局ご作成の出力制御対策パッケージ、全面的に私、賛同いたします。 

１点だけ、これも賛同するという文脈でのコメントなのですが、19 ページ、具体的措置

の系統対策等というページの算用数字の４番、電力市場構造における対応、こちらは中長期

的な検討課題ということにはなりますが、系統用蓄電池の継続的な市場参加が可能となる

ような形での検討をお進めいただければというふうに考えております。調整力の確保が喫

緊の課題という状況の中で、電力系統に直接連携する大型の蓄電池、こういったものは余剰

再エネの吸収や中小水力の救出手段として期待されているところではございますが、他方

で、今年の４月以降に系統に直接検討を行った蓄電池を含む電源はノンファーム電源とな

ることが決まっていると。ノンファーム電源ですと、今のところは系統の混雑状況に基づき、

需給調整市場や容量市場への参加が、可否が単年度で判断されている状況というふうに理

解しております。ノンファーム電源の中でもこうした系統用の蓄電池につきましては、やは

りこういった調整力の供出であるとか、周波数の調整等への貢献も可能であると。容量市場

を通じて安定供給への貢献も可能であると、もろもろのメリット、特性がございますので、

こうした特性を考慮した上で、市場への継続的な長期での参加ということが見込まれるほ
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うが事業者さんにとってもインセンティブとして継続的に役に立つのではないかというふ

うに考えております。 

以上でございます。 

○山内委員長 

 はい、ありがとうございます。 

次は、長山委員、どうぞ。 

○長山委員 

 資料４と５で１点ずつあるんですけども、資料４の 34ページのほうで、ネガティブプラ

イスについて、先月、ちょっとオランダで事業者にヒアリングしたんですけども、ＦＩＰ制

度が出力抑制の原因になっているということなんですね。つまり少しでも動かしていれば

プレミアムがもらえるので、ネガティブプライスでも補助金のところに達するまでは次代

も継続するそうです。日本の場合は、スポット価格が 0.01円ｋＷ・ｈになったらプレミア

ムを付与しないということになってますので、このネガティブプライスの設計のときには

オランダのような事例は生じないようにしていただければというふうに思います。 

あと、資料５のほうの 12ページなんですけども、関門の状況ということで、１ＧＷから

始めて、その後２ＧＷに増強するということなんですけれども、この段階的な増強は分かる

んですが、増強がいつ頃かというのが、その予見性が事業者にとっては非常に重要ではない

かと思います。また、増強する頃に、技術進歩が 10年後ですかね、あるということもあり

ますので、このときの設計を柔軟にしておく。例えば独立したＨＶＤＣで次の増強をすると

かしたほうがいいのではないかと思いました。 

以上です。 

○山内委員長 

はい、ありがとうございます。 

ほかにいらっしゃいますか。 

それじゃあ、取りあえず、太陽光発電協会、増川オブザーバー、どうぞご発言ください。 

○増川オブザーバー 

ありがとうございます。太陽光発電協会、増川でございます。 

まず、私のほうからは、事務局におかれては具体的な対策を含めパッケージをご提示いた

だいたことに心より感謝申し上げます。それが一つ目です。 

二つ目は、先ほど松本委員からご発言があったことと重なりますので、その点に関しては

発言を控えさせていただきまして、それ以外の点、二つについて発言させていただきます。 

一つは優先給電ルール、それからもう一つは下げ調整力の確保についてでございます。ま

ず、九州エリアでは、皆さんご承知のとおり、制御見通しが再エネ全体で、今年度ですけど

も６％台で、太陽光に至っては 10％程度になっているということでございます。これは事

業者にとってみますと、発電単価が約 11％高くなってしまうと。仮に将来、例えば 20％抑

制されるようなことになりますと、単価自体が 25％アップするということになってしまう。
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これは今、事業者、コスト削減にいろいろ努力しているわけですけども、そういう努力が無

駄になってしまうということは非常に事業者にとっては深刻な問題というふうに理解して

おります。優先給電ルールについてですけども、同じ非化石電源でも、出力抑制による損失

に対しては猛暑であったり、それから抑制量が無制限、これは新規の太陽光はそうですけど

も、その電源がある一方で、優先給電ルールによって全く抑制されない電源があるというの

はご承知のとおりです。制御量が数％であれば大きな問題にはならないと思うんですけど

も 10％、20％、30％と増えていくようになれば非常に、経済性の観点、それから事業予見

性の観点からして、電源間の公平性という、あるいはその公正な、公平な競争の観点から問

題があるのではないかというふうに考えます。ただその優先給電ルールというのは、これは

私の理解ですが、系統運用のために物理的に抑制される順番を定めたものであって、それは

経済的に優遇される電源の順番を定めたルールではないというふうに認識しております。

したがいまして、系統運用、いろいろ抑制される、されないというのはある、それは変える

必要はないんですけれども、経済的な公平性を確保するということは今後重要になります

ので、今、その太陽光発電の間で導入されておりますオンライン代理制御を太陽光の間だけ

ではなくて非化石電源の間に広く拡大することをぜひ検討いただければと思います。これ

が一つ目です。 

それから二つ目は、下げ調整力の確保につきまして、現状、その確保するために火力電源

を起動させて、いわゆる燃料をたきながら出力を下げる、調整力を確保しているというふう

に認識しております。これは大変もったいないことでして、下げ調整力に関しては、再エネ、

変動性再エネ、太陽光、たくさん発電しているときに必要になると思いますので、太陽光の

インバータ、瞬時に出力されることも可能ですので、必要に応じて太陽光等の電源の出力を

下げることで下げ調整力を確保することによって火力を起動させておくということから、

全部は無理かもしれませんけども、少なくとも何割かは可能となると思いますので、ぜひそ

ういう運用を検討願えれば幸いです。これは需給調整市場でやるというのは将来望ましい

と思うんですけども、それが難しいのであれば、実際に下げ調整力が必要になるということ

は出力制御が必要になっている状態ですので、オンライン代理制御の考え方を適用するこ

とで、経済的なやり取りによって、その制御される人の経済的損失というのを回避できると

思いますので、そういう方法も含めて、ぜひご検討いただければと思います。 

私からは以上です。 

○山内委員長 

はい、ありがとうございます。 

ほかにご発言をご希望はいらっしゃいませんかね。 

よろしければ、それでは事務局のほうからコメントをお願いいたします。 

○小川電力基盤整備課長 

はい、ありがとうございます。 

まず、松本委員から頂きましたご意見、現状をできる限り定量的に見ていくというのは、
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今後、対策の効果を見ていく上でも非常に重要な点だというふうに考えております。まずも

ってその足元を、市場メカニズムはどう機能しているか、あるいは火力の差し替えというの

がどうかといった点、ここもなかなか評価が難しいところはあるんですが、数年前に比べる

と、市場価格が下がっているからといって直ちに火力を止めるのが経済合理的かというと、

やはり燃料費だけでなくて、一旦止めると起動費がかなりかかるといったようなこともあ

りますので、出力制御がたまにしか起きないときにはなかなか差し替えは起きないんです

けれども、例えば九州などのようにかなり起きてくると、そこはおっしゃるように、事業者

の観点からしても、火力を動かすよりはむしろそういうタイミング、あるいは時期には止め

ていくということがよりメリットになるという状況になってきているというのは言えると

思います。その上で、需要のところは、ご指摘のように、かつて夜間にシフトしたといった

ようなご指摘、今も需要カーブを見ると、夜間あるいは明け方に少し増えているというのは

目に見えるところもありますので、こういったところをターゲットにしつつ、しっかり対策

の効果というのを見ていきたいというふうに思っております。 

また、対応としましては、五十嵐委員からも系統用蓄電池の重要性、ご指摘いただいてお

ります。また、市場参加もそうでありますし、蓄電池に関しましては接続のルールも含め、

まだまだいろいろ課題がありますので、そういったところもしっかり取り組んでいきたい

というふうに考えております。 

また、長山委員からは、関門増強に際しての考慮点、ご指摘いただきまして、ありがとう

ございました。 

最後、太陽光、増川オブザーバーから頂いた点でありますけれども、まず優先給電ルール

の見直しの話がありました。経済的公平性というご議論もいただいております。ここで言う

公平性は必ずしもそれぞれの電源が単にどう抑制されるかということではなくて、現行の

優先給電ルールも経済性、全体としての社会的なコスト、それからＣＯ２排出、こういった

いろいろな面をそれぞれの断面だけで見るのではなくて、少し継続的に見た場合に、よりど

ちらがメリット、あるいはどちらを先に押さえることがトータルでメリットかという基準

でつくられているものではありますので、なかなかすぐに何かを見直す必要があるかとい

うと、そうでもないのかなというところもありますけれども、いずれにせよ、中長期の課題

といったところでもう一点ご指摘のありました、変動再エネの下げ調整の活用のところも

含めて、引き続き、この出力制御の課題は足元で解決するというものではなくて、今後も引

き続き取り組んでいく課題というふうに考えておりますので、検討を継続していきたいと

いうふうに考えております。 

事務局からは以上です。 

○山内委員長 

はい、ありがとうございました。ということで、出力制御対策パッケージのほうについて

は年内ということで、基本的に、今回、需要の面もちょっと強調したというのが一つの特徴

なんですけど、両方とも、要するに、こういうのはインセンティブ・コンパティブルという
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か、そういう形でまとめるということだと思いますし、そういうようなご指摘も強かったと

いうふうに思います。それからまた、具体的に分析しようということだってありますけれど

も、これは着実に実施されて、しっかりその辺を取り組んでいただくということになるのか

なというふうに思っております。 

それから、ネットワーク次世代化ですけど、これはさらに検討を進めていただくというこ

となのかなというところだと思います。 

ということで、よろしいでしょうかね。皆様からの特段のご発言なければ、この辺で今日

の議論を終わりたいと思いますが、次回の委員会についてお願いいたします。 

○日暮新エネルギー課長 

次回の委員会については、日程が決まり次第、また経済産業省のホームページでお知らせ

いたしたいと思います。 

 

３．閉会 

 

○山内委員長 

はい、ありがとうございます。 

それでは、ご熱心にご議論いただきまして、ありがとうございました。これにて本日の委

員会を閉会といたします。どうもありがとうございました。 

 

 


